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2-2 フィリピン: 地方生計向上計画 

2-2-1 本件の複層的アプローチ 

フィリピン地方生計向上計画（以下、フィリピン地方生計向上と略称）は、1991 年 1 月より

1996 年 9 月までの 5 年 8 ヶ月間、3 箇所の低所得地方自治体9を対象に実施されたパイロットプ

ロジェクトである。フィリピン地方生計向上は、JICA による初の生計向上事業であり、比国の低

所得地方自治体に居住する経済的下位 30％に位置する貧困層の生計向上（雇用創出及び収入増

加）に適した様々な事業（農業、畜産、漁業、手工芸品など）モデルの開発を目的とした。 
フィリピン地方生計向上は、フィリピン人造りセンター（以下、PHRDC と略称）10の組織能

力の強化を目指して開始された。しかし、同プロジェクトは、中央政府機関である PHRDC への

政府への技術移転型単層的アプローチを採用しようとしたわけではなかった。各町11に地域管理

事務所（以下、AMS と略称）を設置し、モデル地区に選定された地方自治体や NGO との連携を

図り、地域性に基づいた技術移転プログラムを実施することによって、地域行政のキャパシティ

ビルディングを実現することも目指しており、地域行政と地域住民の協働が期待されていた（複

層的アプローチ）。しかしながら、プロジェクト開始 3 年後に PHRDC が大統領府に統合される

ことになり、PHRDC が組織的に機能しなくなったため、フィリピン地方生計向上が地域の住民

組織に直接介入し、地域住民の生計向上のための活動を実施するという直接問題解決型の単層的

アプローチを採らざるを得なくなった。 
図 3-2-1 地方生計向上における複層的アプローチ概念図 

 

                                                        
9 本稿では、地方自治体は Local Government Unit (LGU) を指す。 
10 人造りセンターとは、建設業、小規模家内工業、水産養殖業、視聴覚・コンピュータ部門において、農村開発

の担い手を育成するための研修事業を行う組織。 
11 本稿では、municipality を町と訳した。 
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2-2-2 計画段階のねらい 

(1) 複層的アプローチ導入の経緯 

 ① プロジェクトを取り巻く環境 

比国は総人口の半数以上が貧困層に分類される社会経済状況を改善するため、貧困緩和、生産

的雇用機会の創出、平等及び社会正義の推進、持続的な経済成長の維持を目標とする中期国家開

発 5 ヵ年計画（1987-1992）を策定した。比国では、貧困の緩和は国家計画の最大の目標であり、

貧困層の生計向上に力点を置いた政策を展開している。比国政府は、特に地方の貧困層の所得改

善のための生計向上計画の実施に意欲的である。同開発計画に掲げられている貧困緩和に資すべ

く、無償資金協力事業で建設され、プロジェクト技術協力事業で人材育成がされたフィリピン人

造りセンター（PHRDC）を実施機関とし、比国において普及可能な生計向上を手段とした貧困

対策アプローチの開発を主目的とした事業が開始された。 
 

② 地域住民と地域行政の関係 

プロジェクト開始当初は、比国の地域行政機関は、中央政府からの指令に基づいてプロジェク

トを実施する機関にすぎず、独自に開発計画を立案・実施できる権限は付与されていなかった。

したがって、地方政府職員の開発プログラムに対する管理運営能力並びに開発に関する基本認識

や姿勢により、地域住民に提供される地域社会開発の方向性が左右されることとなっていた。 
 

(2)  複層的アプローチのメカニズム 

① 地域行政と地域住民との連携構築 

スラウェシ村落開発やバングラデシュ PRDP では、地域行政を C/P とし、地域行政に直接介入

を行ったが、フィリピン地方生計向上では、中央政府の出先機関に介入を行い、地域行政に対し

ては以下の表や図 3-2-212に示すように、町農業事務所等を通じた技術指導実施のための調整や支

援事業に対する提言・監視を行う等、地域での調整的機能を担わせ、個別支援事業の効率的な実

施を図る計画であった。 
表 3-2-1 複層的アプローチの対象、働きかけの内容、期待する効果 

対象レベル 働きかけの内容13 期待する効果 

生計向上に関する計画と能力向上支援

（調査研究、市場調査、研修教材開発、

研修事業、研修用ソフトウェア開発等）

PHRDC 組織強化及び職員の住民の生計向上に関する企画及び実施能

力の強化。生産向上に関わる政府組織、NGO、住民組織の能力開発

プログラム開発。 

中央政府 

水産養殖研究開発支援 住民の生計向上のための PHRDC 職員の小規模水産養殖技術の向上。

地域行政 研修実施支援（小規模の介入） 生計向上事業に対する低所得地方自治体関係者の理解の促進。本事

業に対する地方行政からの側面的支援。 

地域住民 生計向上モデル事業の実施支援 実証活動を通じた全国に普及可能な生計向上モデルの開発。 

② 地域社会関係者への働きかけ 

                                                        
12 生計向上事業の関係者相関図は３つの対象地域で多少異なるが、複層アプローチの形式に一番近い関係者相関

図を持つモデル地域の関係者相関図を示した。 
13 PHRDC の業務分野に対応した活動内容となっている。 
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本件では、地域住民の意識化及び組織化促進、水産養殖分野以外の研修実施、ローンの提供等

を行う役割を NGO に付与し、住民レベルでの活動の促進を図った。その他、州立農学校にデモ

ンストレーション用の孵化場や傾斜地農場を設置し、同農学校から住民組織に対する研修が実施

された。 
 

図 3-2-2 地方生計向上 関係者相関図 
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③ 実施機関選定の経緯 

PHRDC は、日本からの無償資金協力により設立された機関であり、PHRDC 職員の人材育成

はプロジェクト方式技術協力を通じて行われた。本件は、同プロジェクト方式技術協力の事業の

一部を引き継いだ案件という位置づけであったため、PHRDC を本件の実施機関とした。 
 

④ 対象地域の選定経緯 

ミンダナオ、ルソン、ビサヤスの３地方のうち、比国政府の指定した 20 の貧困対策最優先地域

（LGU）に属している LGU から、治安、現地の原材料を活用できる産業の存在、地方政府の意

欲、信頼できる NGO の存在等の条件にもとづいて選定された。プロジェクト実施前の事前現地

調査の結果、各地方一箇所の低所得地方自治体（町）が選定されることとなり、島部（サマール）、

山間部（アルフォンソ・リスタ）、沿岸部（パドレ・ブルゴス）という３つの地理的特徴を持つ地

域が選定された。 
 

(3) 波及性と貧困削減 

① 計画時における波及性の考慮 

貧困地域の貧困削減に資する地方生計向上モデルの波及に関わる活動は、本件の計画には含ま

れていなかった。PHRDC の生計向上に係る実施能力が高まることにより、開発されたモデルが

PHRDC により他地域に適用されることが期待されていた。 
 

② 貧困削減に対する位置づけ 

本件を通じ、地域住民が生活改善のために必要な技術、知識を身につけ、自らを組織化する中

で、それらの技術や知識を活用していく社会的メカニズムが地域社会に形成され、対象地域の貧

困削減へと結びつくと想定された。 
 

2-2-3 実施段階での取組みと成果 

(1) 活動における創意工夫と成果 

プロジェクト開始２年間は、PHRDC に対する計画能力向上支援事業を通じて、調査手法等の

指導が行われた。その後の実証実施段階では、PHRDC の地域事務所（AMS）は、町役場及び

NGO をパートナーとし、住民組織への資機材の提供を行い、その対価の返済を受ける回転資金事

業を実施した14。しかしながら、住民組織から申請された個別事業の審査からローンの提供まで

のプロセスに時間を要し、回転資金事業を効果的・効率的に実施することが困難であった。また、

計画段階では、町役場と NGO からの側面的支援が得られることを期待していたが、実際には関

係者からの十分な支援が得られず、AMS が単独で事業を実施することになり、地域行政や地域住

民との協働は生じなかった。プロジェクト開始 3 年目における PHRDC の大統領府への統合後は、

                                                        
14 受け取った資機材に相当する対価の支払いは、物や金銭で返済されるシステムであった。 
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AMS が機能しなくなったため、JICA 専門家とローカルコンサルタントが住民に対して直接支援

を行うこととなった。 
 
水産養殖事業は、PHRDC の水産養殖部、NGO、地域住民に対する能力向上支援を行い、特に

水産養殖部への能力向上支援が重視された。本事業を通じて、地域行政と地域住民との協働は生

じなかったが、NGO からの小規模金融事業を通じて NGO と地域住民との連携が構築された。 
創意工夫としては、表 3-2-2 に示すように、本事業開始前に実施された人造りセンタープロジ

ェクトで供与されたリソースの活用や現地 NGO 及びローカルコンサルタントの活用に関する工

夫が施されたが、次項に示す阻害要因によって期待された成果を上げることはできなかった。 
 

表 3-2-2 地方生計向上における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫 成果 

地

域

行

政 

人造りセンタープ

ロジェクトで供与

された機材を活用

できた。 

組織開発や技術向上などの研修が開

発され、実施された。 
開発された教材は現場と乖離した内容であり、地方行政関係

者の人材育成や組織機能強化には結びつかなかったと終了

時評価調査で報告されている。大統領府への統合後、研修担

当部局が当プロジェクトの枠外に設置され、日本から供与さ

れた視聴覚機材を活用した研修活動が実施できなくなった。

NGO を活用し、住民の組織化を促進

し、研修事業を実施した。 
２地区では計画段階では NGO により事業が促進された。実

施段階では、NGO が本プロジェクトから離脱し、NGO が町

長と対立する等の問題が発生した。水産養殖事業に関して

は、NGO による事業運営管理が可能となった。 

比国には住民参加

型手法に精通して

いる多くの NGO や

コンサルタントが

存在した。一方、途

上国における地域

社会開発を専門と

する日本人専門家

の数は多くなかっ

た。 

PHRDC の地域事務所（AMS）による

事業化が進まないモデル地域では、コ

ンサルタントを雇用し、コンサルタン

トから現地に適した収入向上手段の

提案をさせる。 

当該地域ではコンサルタントにより、現地に豊富な資源を活

用した事業が提案され、実施中は農村女性の収入向上に役立

ち、事業の方向性は適切と思われたが、プロジェクト終了後、

アバカ関連事業では町役場からアバカ原料の供給が中止さ

れ、また完成品（アバカスリッパ等）に対する需要がなく、

事業が中断された。 
一挙に３つの地域で実証活動を展開

するのではなく、比較的受け入れ能力

や体制の整っている地域から事業を

開始し、その経験を次の実証活動に活

かす「歩きながら考える」方式を採用

した。 

ヤギ飼育やティラピア養殖等の事業では、段階的に事業を実

施したことにより、より実現性の高い実施方法が見つかっ

た。1，2 箇所目のモデル地域では比較的高い技術の習得を要

する事業への適用性も見られたが、３箇所目のモデル地域で

は、住民組織が未成熟であったため、比較的高い技術を要す

る技術よりも、単純労働を基盤とした事業が実質的成果があ

った。 

プロジェクトを実

施しながら現地に

適切な手法を採用

する方針であった。 

水産養殖分野は高度な技術を要する

ため、専門家が村人に直接指導した。

貧困層にとってハタ養殖技術は高度であり、プロジェクト終

了後には事業が実施されなかった。 

地

域

住

民 

人造りセンタープ

ロジェクトで供与

されたリソースを

活用できた。 

生計向上事業に対する啓発教材が作

成され、テレビやビデオでも放映され

た。 

92 年 10 月から 99 年 3 月までに、視聴覚教材は 3575 万人、

ラジオ教材は670万人に視聴される等の実績があった。一方、

他省庁との連携がないため、視聴覚教材が他の生計向上事業

に活用されなかった。 
住民参加型手法に

精 通 し た 多 く の

NGO が存在した。 

住民組織、地方行政、NGO との連携

構築を図るため、NGO を活用する。

NGO の人材不足、資金不足、町役場との政治的対立等によ

り、事業実施段階において、NGO による関係者間の連携構

築が促進できなかった。 

双

方

の

連

携

構

築 

R/D で政府機関、

NGO、住民組織同士

の情報交換促進が

提示された。 

関係者の情報交換の場として、現地運

営委員会、プロジェクト管理委員会、

プロジェクト活動委員会を設置する。

意欲的な町長が存在していた地域では、計画当初関係者間の

協力関係が生じたが、実施段階での関係者の人材不足及び資

金不足、PHRDC の大統領府統合問題による AMS の機能停止

により、連携活動も停止した。 
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(2)  促進及び阻害要因 

フィリピン地方生計向上では、特に促進要因は存在しなかったが、以下のような阻害要因があ

った。 
 
・ PHRDC の大統領府への統合15。 
・ PHRDC は、時限付きの組織であり、生計向上事業の実施を通じて比国の貧困削減に寄与する

ことを使命とする機関として位置づけられていなかったために、PHRDC の職員の志気が低か

ったこと。 

・ NGO は生計向上事業において地域住民の活動を促進する重要な役割が付与されていたが、町

役場との対立による NGO の本事業からの離脱、人員不足、資金的制約、適切な NGO の不在

等の理由により、全地域で有効に機能しなかったこと。 

・ モデル地域の一つは、政府系 NGO による住民の組織化の失敗経験があり、住民の組織化への

動機付けが困難であり、住民レベルでの事業実施が困難であったこと。 

 

2-2-4 協働モデルの他地域への波及性と適用可能性 

(1) 協働モデルの波及システムと実際の波及状況 

① 協働モデルの波及システム 

フィリピン地方生計向上では、特にモデルを波及させるためのシステムが存在したわけではな

かった。プロジェクトを通じて PHRDC の組織能力を強化することで、プロジェクト終了後には、

PHRDC が主導的にモデルを他地域に波及させていくものと見込まれていた。 
 

② 協働モデルの実際の波及状況 

プロジェクト終了後に本件で形成された協働モデルの波及を担うことを期待されていた

PHRDC が大統領府に統合され、本プロジェクトに対する比国側の意欲が減退し、本モデルを他

地域に波及するには至らなかった。また、PHRDC は他省庁や他機関との連携がなく、本事業の

知名度も低かったため、PHRDC が他の低所得地方自治体（LGU）に働きかけても、それらの LGU
からモデル波及に繋がるような反応が得られなかった。対象地域内での波及に関しては、サマー

ルの事例では対象地域外の近隣の町からの支援要請を受けても、要請を断っていたため、対象地

域外に波及しなかった。また、PHRDC の大統領府への統合後、担当官は一旦すべて退職し、公

務員試験を受験することとなったため、多くの担当官が退職することとなった。このような状況

をうけ、本件の生計向上モデルが他地域に波及しなかったと考えられる。 
 

                                                        
15 PHRDC が大統領府へ統合された後、3 ヶ月間は C/P への給与が支払われず、General Manager をはじめ職員が相

次いで退職した。大統領府側は、本プロジェクトを約 9 ヶ月間中断し、その後、C/P は配置されず、暫く予算措置

は講じられなかった。その結果、関係者の志気が低下した。さらに、供与機材が目的外に使用され、視聴覚機材

やコンピュータ等が活用できなくなった。 
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(2) 協働モデルの他地域への適用可能性 

表 3-2-3 に示したとおり、地域行政レベルでのモデルの他地域への適用性は低く、モデルの枠

組みを他地域に波及することは困難と考察される。地域住民レベルでは個別事業ごとに事業の適

用性が異なるが、リスクが少なく、短期間で資金回収が可能なリスクが少ない事業（例：ヤギ飼

育等の畜産業）は、地元金融組織からの支援も得られ、低所得者向け事業としての適正度合いが

高い。他方、水産養殖事業については、PHRDC 水産養殖部が水産庁へ統合された後、制度面や

予算面での適用性は不明だが、政府関係者への近代的な技術移転を重視（単層的アプローチ）さ

れたため、貧困層に対する生計向上事業としての適用性が低く16、本件での地方生計向上モデル

の自立発展性は低いと考察される。 
 

表 3-2-3 協働モデルの適用可能性 

 制度面 予算面 技術面 

× PHRDC の大統領府統合後、モ

デルを実施支援する制度的枠組が

存在しない。 
 
 

× 事業の引渡しを受けた地方自

治体は、事業実施のための潤沢な

予算がない。また、プロジェクト

より寄贈された資機材の整備がで

きない。 

× 事業の引渡しを受けた地方自治体に

は、農業分野以外の能力向上支援を提供で

きる人材が少なく、殆どの活動が停止又は

縮小した。個別プロジェクト実施ガイドラ

インは存在する17。 

地
域
行
政 

△水産養殖事業はプロジェクト終

了後、水産庁に統合されたが、生計

向上事業を実施支援する制度的枠

組みの存在については不明である。 

△水産養殖分野については、水産

庁の潤沢な技術開発予算が活用で

きるとのことだが、本件関連生計

向上事業についての予算配分につ

いては不明である。 

△ 一定水準以上の専門知識と技術を有し

た C/P は１人のみであったと専門家報告書

で言及された。関連事業のマニュアルや教

材は、中央政府レベル向けのものは存在す

るようだが、地方行政官向けのものが存在

するかは不明である。 
地
域
住
民 

△ プロジェクト終了後の自立発

展性を考慮し、既存の住民組織を対

象としたが、組織化が進まない場合

はトップダウン型で組織化が行わ

れた。 

△ 大半の事業は本件終了後事業

が停止し、多くの事業のローンが

未返済である。また、本件で導入

された一部の資機材は高価なため

修繕がされていない。 

△ 家畜関連事業は比較的手間やリスクが

少なく、短期間での収益が可能なため、事

業が継続されているが、水産養殖分野の事

業を含め、大半の事業は副業としては技術

力が必要であり、また、台風等の影響を受

け、継続されている事業は少ない。 

○：適用可能 △不明、又は適用可能な事業と不可能な事業が混在する ×：適用困難 

 

(3) 他地域への協働モデル波及に必要な条件 

本プロジェクトで形成された協働モデルが他地域へ波及するための条件は、以下のとおり。 
モデル事業に対する相手国政府の支持が得られ、モデル事業を実施支援するための制度的枠組が

整備されること。 
地方自治体にモデル事業を支援するための予算が配置されること。 
地域住民が能力向上支援を受けられる環境にあること。 
地域住民に見合う技術レベルの事業であること。 
地域住民のニーズに見合う事業であること。 
事業に関わる販売及び仕入経路が複数存在すること。 
                                                        
16 専門家報告書で指摘されている。 
17 中央政府レベル向けには、計画時の調査マニュアル、マーケティングマニュアル、低所得地域の事前計画ワー

クブック、事業運営マニュアル、生計向上事業のガイドライン、セミナー報告書が作成された。PHRDC により、

ハタ養殖やラン栽培等の視聴覚教材が開発された。 
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2-2-5 教訓と結論 

(1) 教訓 

① 計画に関わる教訓 

ア) C/P 機関 
本件では、中央政府の出先機関(AMS)が時限付で地方に配備され、住民組織の活動を支援した

が、住民組織から申請のあった個別事業に対するローンの審査から承認までに時間を要したため

に、住民の意欲が減退した。また、中央政府よりも地方政府の方が地域の実情を詳細に把握して

おり、地元 NGO にとっても身近な存在であるため、受益者により近い地方政府を直接的な C/P
とした方が大きな成果をもたらすことができたのではないかと考えられる18。また、最小行政単

位であるバランガイの事務所は、地域内の世帯収入の向上を通じた地域活性化事業に、町役場以

上に真剣に取り組んでいるため、本件の実施プロセスにおいて、バランガイ事務所を連携の枠組

みに含めた事業は効果的であった19。よって、今後の生計向上事業の実施に際しては、住民レベ

ルに近い地域行政への介入が重要である。 
 
イ) NGO と地域行政の位置づけ 
フィリピン地方生計向上では、町役場と NGO の役割が重複していた部分があり、それぞれの

責任が明確にされていなかった。その結果、双方が責任を回避するという状況に陥り、町役場及

び NGO との連携が十分に行われなかった20。また、NGO の選定に関しては、国家の政権交代等

の政治的変化に影響されずに政治的中立性を保持できる政治的色彩が薄い組織を選定すべきであ

った。NGO 組織の設立背景と代表者の性格、資金源等に関する慎重な調査が必要であった。さら

に適当な NGO が存在しない場合の計画案も策定しておくべきであった21。よって、今後 NGO を

活用する際には、このような観点を考慮することが重要である。 
 
ウ) 地域住民レベルの事業実施システム 

本件は、外部者主導型のトップダウン方式で事業内容や対象グループが採択されたため、適切

ではない住民組織が選定されたケースもあった。また、小規模事業による生産品に対する需要の

欠如、町役場からの支援の欠如等の理由により、プロジェクト終了後は継続されていない事業も

多い。さらに、外部主導による住民の組織化に時間を要し22、その後の活動計画に支障をきたし

た。一方、当地で当時実施されていた USAID 及び CIDA の類似事業は成功と評価されているが、

その成功要因は住民組織の自主性を重視したことだと考えられる23。もし、地域住民のイニシア

ティブを重視し、住民組織側から地方自治体に事業申請を行い、地方自治体が事業に対する責任

                                                        
18 JICA 長期専門家報告書参照。 
19 総括報告書による。 
20 地方生計向上のためのガイドラインからの情報による。 
21 総合報告書からの情報による。 
22 外部主導の「外部」は、JICA 専門家及びローカルコンサルタントを指す。 
23 専門家報告書による。 
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を取る形式を採用していたら、両者の事業に対するオーナーシップや自立発展性が向上していた

可能性が高いと考えられる。よって、今後参加型事業を実施する際には、地域住民のイニシアテ

ィブを重視した実施形態を採用することが重要である。 
 

② 実施に関わる教訓 

個別事業の持続性を高めるため、回転資金が導入されたが、住民組織からの返済金が政府機関

を通じて国庫に戻ってしまったため、事業の拡大に繋がらなかった。地域住民による小規模事業

の持続的な展開を図るためには、住民組織からの返済金を住民組織に返済させる回転資金制度を

設ける必要がある24。 
他方、水産養殖事業では、単層的アプローチとしての政府関係者への技術移転が重視され、地

域住民への適用性が高いと考えられる技術開発には繋がらなかったため、行政と地域住民の間に

協働が生まれなかった。よって、住民レベルでの適用なモデルの開発のためには、複層的アプロ

ーチの導入がより効果的である。 
 

③ 波及性に関わる教訓 

本件の実施により、女性団体や農民団体等の住民組織が回転資金にアクセスできるようになっ

たため、起業活動や既存事業の活性化に繋がったと終了時評価調査では報告された。しかしなが

ら、プロジェクト終了後、住民組織が地方自治体から予算的・技術的支援を十分に受けられず事

業を停止した団体が多く、生計向上効果は多くの場合、一過性のものであった。このことから、

回転資金の提供は貧困削減に有効な手段ではあるが、効果の持続的発現のためには住民に身近な

地方自治体の組織能力の強化や人材育成を視野に入れた回転資金事業をデザインすべきであった

と考えられる。また、貧困削減事業の機能強化を図るためには、当該国にて貧困削減事業の実施

機関として位置づけられた組織に対して支援することが事業効果の持続性を確保するために重要

である。 
 

(2)  結論 

本件では、地域行政を実施機関として活動を行わなかったため、地域住民と地方行政間の協働

効果は生じなかったが、以上の教訓から、回転資金を通じた生計向上事業を実施するためには、

中央政府よりも地域行政を C/P とした複層的アプローチがより効果的であると考察される。 
また、水産養殖事業の事例で見られるように、中央政府関係者への単層的アプローチを重視し

た場合、地域住民に適した生計向上モデルの開発が困難であった。一方、本件後半のように、地

域行政関係者からの支援が得られないため、専門家とコンサルタントが地域住民に直接指導を行

った場合、事業の持続性や貧困削減効果は一過性のものであったと考察される。よって、地域住

民に適したより継続性の高い生計向上事業を実施するためには、地域行政関係者と地域住民の連

携を生かした複層的アプローチが有効である。 

                                                        
24 総合報告書からの情報による。 
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2-3  フィリピン・セブ州地方部活性化プロジェクト 

2-3-1  本件の複層的アプローチ 

フィリピンの行政制度は、中央政府、行政管区（Region）、州（Province）、町25（Municipality）、

行政村（バランガイ：Barangay）に分けられており、1991 年に制定された地方分権法により、中

央政府から州政府を中心とする地方自治体への権限・機能の移譲が進んでいる。この地方分権化

の流れの中で、フィリピン・セブ州地方部活性化プロジェクト（以下、セブ SEED）は、「地方開

発行政を強化し、住民や NGO と協同しながら開発資源を持続的かつ効果的に利用する地方開発メ

カニズムを構築する」というプロジェクト目標を掲げ、1999 年 3 月から 2004 年 3 月まで実施さ

れている技術協力プロジェクトである。セブ SEED の特徴は、1997 年の事前調査の段階から、貧

困削減・地域おこしのためには、①州（や町役場レベルの地方自治体の行政能力を向上させ、②

住民参加型地域活動の普及モデルを形成し、③地方自治体と地域社会の間で開発に関する相互協

力を強化・改善するという、複層的アプローチが必要であると考え、この 3 つを協力の柱に据え

たことである。 

同時に、セブ SEED は、「地域開発メカニズム」とは何かを模索し続けたプロジェクトでもあ

ったが、2003 年 10 月に実施された終了時評価時に、メカニズムとは、①州というメゾレベルで

地域の開発に共同して取り組む「場」や機会を作り出す「プラットフォーム機能」、②地域開発事

業の実施プロセスにおける社会連携を構築する「社会ネットワーク／開発パートナーシップの構

築機能」、③Knowledge Management Bank (KMB)や回転資金の構築、住民組織のエンパワメン

トなどを通じて醸成される「持続的・発展的機能」という 3 つの要素から成り立つものであると

整理された。（図 3-3-1）。 
 

図 3-3-1 セブ SEED の複層的アプローチ概念図 
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2-3-2 計画段階のねらい 

(1) 複層的アプローチの導入の経緯 

① プロジェクトを取巻く環境 

フィリピンでは、「民衆の力（People’s Power）を向上し、フィリピン国民の生活水準を引き上

げる」という中期開発計画（1993～1998 年）最終目標の下、開発事業への民間の参加、特に住

民組織や非政府組織の参加が推進されている。セブ州が位置する中部ビサヤ地域の平均貧困率は

32％（1994 年）とフィリピンの中で低い方であり、その中でもセブ州の貧困率は 25.7％と低い。

しかし、開発水準の低い北部を中心に、15 万世帯以上が安全な飲料水へのアクセスを持っていな

い、全世帯の 54％が衛生（下水）設備を備えていない、高等教育へのアクセスが低いことなどが

貧困課題として指摘されており、いかに人々の能力を開発し、彼らの意欲を高め、保健医療、住

宅、食料と衣料、生計等の問題を自らの手で解決していくかが貧困解消の鍵と「セブ州貧困削減

活動計画 1996～1998 年」に位置づけられていた26。 
 
② 地域住民と地域行政の関係 
前述のとおり、1991 年に制定された地方分権法により、中央政府から地方自治体への権限・機

能の移譲が進み、州レベル以下の地方自治の枠組みが制度化され、地域のニーズに則した開発と

行政サービスの提供が可能な環境が整備されていた。しかしながら、地方自治体の能力は向上し

ておらず、首長権限による裁量行政や地域開発を担う人材の不足など行政面での問題、および州

政府、町役場、バランガイ、住民組織（People’s Organization：PO）や NGO 間の地方行政と住

民を結ぶメカニズムの不在が指摘されていた。特に、1997 年の事前調査の時点では、町レベルの

企画調査官が「我々は住民に信頼をまったく置いていない」と述べ、また NGO は公然と政府批

判を行うほど信頼関係がないことが「地域開発の阻害要因」となっていることが指摘されていた。 
 

(2)  複層的アプローチのメカニズム 

① 地域行政と地域住民との連携構築 
上述の背景を踏まえ、セブ SEED は、地域行政であるセブ州企画開発局と町レベルの企画開発

官、バランガイと住民、NGO や大学などのアクターを巻き込んだ「地域開発メカニズム」の構築

を目的に計画されたプロジェクトである。メカニズム構築の主な手段は、①州政府企画開発局の

企画調査機能の強化、②町レベルにおける開発事業実施の行政手法、手順の形成と提示、③地域

開発案件の実施経験・ノウハウの蓄積、および④開発事業の手法、手順、ノウハウ、経験当の情

報共有を目的とする Knowledge Management Bank (KMB)の構築であった（図 3-3-2）。また、

バランガイや PO が実施する個別事業のモニタリングや評価を地域行政と地域住民の共同で実施

し、これらの経験や情報を集約する持続的／発展的機能を確立することで、連携構築と協動効果

の発現を狙った。 
 

                                                        
26 事前調査報告書 20～21 ページ。 
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図 3-3-2 セブ SEED 関係者相関図 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  地域社会関係者への働きかけ 

本件は、州政府、町役場、バランガイ、地域住民等を中心に表 3-3-1 に示す複層的な働きか

けを計画し、地域開発メカニズムの構築を図った。 
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表 3-3-1 複層的アプローチの対象、働きかけの内容、期待する効果 

対象レベル 働きかけの内容 期待された効果 

PPDO に対して州の開発に必要な情報整備

と統計に関する能力の向上を行う。 
地域社会の情報と住民のニーズに則った開発計画の策

定によって、知事の意思決定の透明性、合理性が向上す

る。 

PPDO が、州政府内で他分野担当局間で事

業調整を行うような機能を付加する。 
PPDO の機能が強化されて、州政府内の分野間の調整に

よる無駄のない州開発事業が実施される。 

町役場との開発課題の調整推進のための会

合を開催する。 
州政府と町役場の組織間で、開発ビジョンの共有が進

み、効率的な事業実施が行なわれる。 

州政府 

州政府の開発事業の経験を蓄積するための

仕組みを構築する。 
モデル事業実施の実施経験、知見が州政府内で蓄積さ

れ、他の事業形成、実施に活用される。 

近隣町役場間での情報共有や調整を行うた

めの会合を開催する。 
近隣自治体との情報の共有により、開発事業実施に関す

る相互協力が進展する。 
町役場 

州政府や NGO 等と連携して開発事業の実

施を図る。 
州政府や NGO からの人的、財政的支援を受けることで、

町役場による質の高い開発事業を実施される。 

地域住民を、住民参加による地域行政側と

の会合に参加させる。 
住民のニーズを反映した村落開発事業が実施される。 行政村、地域住民 

開発事業実施、運営に関わる研修を実施す

る。 
住民自身が管理運営を行うことにより、事業の自立発展

性が向上する。 

 

(2)  実施機関選定の経緯 

本件は、開発課題を地域開発能力そのものに求め、地域社会全体を一つの開発対象と捉えてい

るため、特定セクターを主管する中央政府機関をカウンターパートとする従来の開発事業とは異

なると認識されていた。また、後述するとおり、セブ州がプロジェクト対象地域として要請され

ているため、フィリピン側の実施機関はセブ州政府の企画開発局となった。しかしながら、万全

を期すため、州知事を総括責任者に、州企画開発局長をプロジェクト責任者に、また支援機関と

して国家経済開発庁ビサヤ支局が配置された。 
 

(3)  対象地域の選定経緯 

中部ビサヤ地域開発計画（1993～1998 年）の策定後、1994 年に「セブ州総合開発計画」調査

が JICA の開発調査で実施された。その結果、セブ州内の地域格差、メトロ・セブに代表される

都市と農村部との経済格差、地方分権の枠組の中での地域開発行政制度の未整備などが指摘され、

「都市と農村の持続的かつ均衡のとれた開発」のモデルになり得る地域開発プロジェクトが要請

された。 
対象地域は、当初、モデルとして相応しい 4 町を対象とする予定であったが、州知事から貧困

度が高い北部地域 20 町を対象とすることが要請され、16 町を本件で、残りの 4 町は開発福祉支

援事業でカバーすることで合意した。 
 

(3)  波及性と貧困削減 

① 計画時における波及性の考慮 

事前調査の段階で、本プロジェクトが、他の地域でも活用できる地域開発メカニズムの開発を

目的としているため、モデル地域選定基準を、プロジェクトの主旨に合致するとともに他の地域
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でも適用可能な、普遍的要件を満たすものとして設定する必要があることが記載されている。し

かしながら、対象町は州知事の意向で、4 町から 20 町に拡大したため、当初に想定していたよう

な波及性の検討を考慮する活動の余裕が生まれなかった。 
 

② 貧困削減に対する位置付け 

地方自治の強化と参加型開発による地域住民のエンパワメントはセブ州の貧困削減の最重要課

題であった。 
 

2-3-3  実施段階での取り組みとその成果 

(1)  活動における創意工夫と成果 

プロジェクトは、地方開発メカニズムを確立し、地方自治制度の効率性、公平性、持続性を確

保し、より実効性の高いものとすることを目的としていた。この目標の達成のために、プロジェ

クトは、既述したとおり、①プラットフォーム機能による地方行政と地域社会共同の案件発掘、

②社会ネットワーク／開発パートナーシップの構築機能による関係者間の協力強化、③持続的／

発展的機能による村落開発事業の展開と持続性向上などの活動を、以下に記すような創意工夫を

複層的に行いつつ実施した。（詳細は表 3-3-2 参照） 
 

① 地域行政 

まず、州政府内にプロジェクト管理事務所（PMO）を設置し、カウンターパートである企画開

発局（PPDO）の州開発政策能力の向上を図った。PMO は、専門家と PPDO のスタッフで構成

され、プロジェクトの活動を推進する中で、PPDO への技術移転を行った。特に、州政府内部で

開発事業を担当する農業局等の事業の調整を推進すると共に、州政府と町役場が共同で住民のニ

ーズを把握するためのコンサルテーション会合を開催し、開発事業の形成を行なう「場」として

のプラットフォーム機能の確立を目指した。また、町役場が主体で実施するインフラ整備や、生

計向上や生活改善などの村落開発事業に際し、中央政府、州政府、他の町役場や地域大学、民間

企業が相互協力する支援体制を整備した。結果的に、67 の村落開発事業が実施されたが、その実

施経験を今後の開発計画策定や事業の実施に有効活用するために、Knowledge Management 
Bank (KMB)を PPDO に設置し、地域開発の持続的／発展的機能を確保することとした。 

 

② 地域住民 

地域住民に対しては、プロジェクトの専門家が、既存の住民組織（PO）27を中心に、PO の代

表がコンサルテーション会合に出席しニーズを発表できるように、また、住民自身で開発事業の

運営、管理が持続的に行えるようになるために回転資金を導入し28、地域大学や NGO、民間企業

                                                        
27
 対象地域ではこれまで、政府、ドナー、NGO による様々な開発支援事業が形成され、その目的毎に住民組織が

形成されて来た。プロジェクトでは、これらの住民組織、共同体を活用して事業の発掘、実施を行った。 
28
 本プロジェクトではレボルディング・ファンドの呼称が使用されている。住民側への提供は、現金ではなく、
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との連携による住民組織への事業運営に関する研修29を実施するなどの働きかけを行った。 
 

③ 協働関係の構築 

地域行政と地域住民間のコンサルテーション会合（プラットフォーム）が対象の町や村で計

1,300 回以上実施された結果、相互の信頼関係が改善されつつある。特に、住民主体の事業を実

施する際には、①当事者間で合意書を締結し責任の所在を明らかにする、②フィールドアシスタ

ント（FA）を、開発事業を実施している村落に配置し、進捗状況を州政府側に報告させる、③州、

町役場、地域住民間の合同評価を実施する、④州政府内の KMB に関係者がインターネットを通

じてアクセスできるようにするなどの工夫をすることで、開発事業の知見を共有することが可能

となった。 
 

表 3-3-2 セブ SEED における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫点 成果 

州･町間の連携不

足によるバラバ

ラな開発事業実

施の解消 

州政府と町役場間で開発の方向性を共有す

るために、PPDO を中心として、対象 16 町と

の間で事業発掘のための会合を行った。（プ

ラットフォーム機能） 

16 町で、計 1,300 回以上のコンサルテーション

が実施され、計 67 件の開発事業の形成に繋が

った。PPDO のコンサルテーション能力が向上

した。 

効率的な開発事

業を実施する際

のリソースの解

消 

州政府が中心となって、町役場や住民が、外

部開発資源として、中央政府や NGO 等にア

クセスするためのネットワークを形成した。

（社会ネットワーク／開発パートナーシッ

プの構築機能） 

PPDO が中心となり、中央政府機関や NGO と

の連携が行われ、開発事業実施に際して、必要

な能力向上支援を得ることが出来た。 

開発事業実施経

験の組織的な蓄

積不足の解消 

州政府内に、KMB を設立し、開発事業実施

の経験を集約することとした。（地域開発の

持続的／発展的機能） 

KMB には、インターネットを通じて、町役場

や地域住民が情報へのアクセスが可能となっ

た。 

地域行政 

知事の裁量行政

を改善するため

の情報整備 

PPDO に対し、開発計画策定に不可欠な基礎

的統計資料の整備、統計分析、統計加工能力

の向上への能力向上支援を行なった。（プラ

ットフォーム機能） 

対象町の社会経済統計分析報告書が作成され、

右のデータを活用した大規模事業である農道

改修が実施された。 

住民ニーズを反

映した開発事業

の実施 

行政側の開発事業発掘のコンサルテーショ

ンに住民組織代表を参加させ、住民側ニーズ

に沿った事業を実施した。 
（プラットフォーム機能） 

主にインフラ整備を中心に、67 件の生計向上、

生活改善の開発事業30が形成、実施された。 
地域住民 
 

住民参加によっ

て開発事業の持

続性を確保 

村落開発事業の自立発展性を確保するため、

回転資金の導入や住民への研修を実施した。

（地域開発の持続的／発展的機能） 

回転資金導入によって、従来の住民組織事業の

課題であった資金的な不足が解消された。ま

た、研修によって住民組織側の事業運営能力が

高まった。 

                                                                                                                                                                             
野菜、ヤギ、牛等の現物支給で行なわれる。 

29
 事業の実施に必要な技術研修に加えて、個々の組織のニーズに従い組織経営に関するものと事業運営に関する

研修を、技術提供者と継続的な関係を維持して実施している。例として、練炭製造技術(環境天然資源省、サンカ

ルロス大学)、海藻養殖技術(民間人)、手漉き和紙製作技術(フィリピン大学・NGO)、水圧式(ラム･ポンプ)揚水技

術(NGO)がある。 
30 家畜普及、野菜栽培、練炭製造、海藻養殖、手漉き和紙製作、水圧式揚水技術等の開発事業が持続性をもって

実施されている。 
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住民の主体的な

事業運営を図る

ため適性技術の

採択 

住民組織によって主体的な事業運営が行な

われるよう、現地で適用されている農業生産

技術等を活用した。（地域開発の持続的／発

展的機能） 

現地の適正技術の活用によって住民組織によ

る事業の主体的な運営監理が可能となった。 

地域社会関係者

の関係強化 
開発関係者のネットワーク形成のため、フィ

ールド・チーム（専門家、州、町、FA）によ

る開発現場の訪問や、コンサルテーション会

合開催した。（社会ネットワーク／開発パー

トナーシップの構築機能） 

関係者間の合意形成を促された結果、資源共有

型、機能的、人的の３つの社会的ネットワーク

が形成された31。 

地域行政と地域

住民間の不信の

解消 

PMO が中心となり、州と町、町と住民組織

間で開発事業の形成と実施に際しては、両者

間の合意形成を促進した。（プラットフォー

ム機能） 

開 発 に 掛 か る 合 意 書 （ Memorandum of 
Agreement）が州と全 16 町、町と事業を実施す

る住民組織間で締結され、信頼の醸成に貢献し

た。 

事業に対する責

任の共有の確保 
実施した事業の結果を、州、町、住民組織間

で合同評価を実施した。（プラットフォーム

機能） 

合同評価の実施により、各レベルの関係者間

で、事業評価の重要性が認識されるようになっ

た。 

州行政の認知不

足の解消 
州政府の行政サービスと業務に係る情報普

及のため、町、住民向けの広報誌の発行を行

った。（社会ネットワーク／開発パートナー

シップの構築機能及び地域開発の持続的／

発展的機能） 

州政府広報紙（Sugbo）を、各町、行政村向け

に、年 4 回定期的に発行され、超関係者や地域

住民の州行政に対する認識が深まった32。 

双方の連携

構築 

行政側の地域情

報の不足の解消 
プロジェクト専属の FA を雇用して、開発事

業のフォローアップ、モニタリングを行なっ

た。（地域開発の持続的／発展的機能） 

FA によって町、村落レベルの情報が州政府に

集まり、州政府側の事業のフォローップ、現地

情報の把握、知見の集積に活用された。 

 
 

(2)  促進及び阻害要因 

① 促進要因 

終了時評価結果によると、本プロジェクトに於ける複層的アプローチは、成功裏に実施され、

着実な成果を生みつつある。その促進要因として、まず、フィリピンの地方自治制度が法的に確

立していたこと、また、州政府、町役場、住民組織、NGO など、制度の枠組みに捕われず、異な

る組織でも柔軟に連携する同国の国民性等が考えられる。 
 

② 阻害要因 

州政府が町自治体への命令権を持っていないこと、州知事や町長の権限が強く首長による裁量

行政が行なわれやすいことなどが阻害要因と指摘されているが、複層的アプローチの実施という

よりも、本プロジェクトが形成した地方開発メカニズムの自立的発展を阻害する要因としての位

置付けが強い。また、州知事の要請によって、モデル事業対象町が 4 町から 16 町に拡大したこと

で、地方開発メカニズムの具体化プロセスにおいて、活動計画の変更が生じ、プロジェクトがメ

カニズム形成に余裕を持って取り組むことが困難になったことが掲げられる。 

                                                        
31 資源共有型ネットワーク：農村道路事業実施の複数町の水平的ネットワーク、機能的ネットワーク（技術補完

的ネットワーク）：農業省と州政府・町自治体によるトウモロコシ栽培技術普及員養成、町と NGO・行政村によ

る傾斜地農業の展開等、人的ネットワーク：特殊技術を持つ人材（手漉き和紙）との連携、等。 
32 発行数は毎回 4,000 部。 
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2-3-4  協働モデルの他地域への波及性と適用可能性  

(1)  協働モデルの波及システムと実際の波及状況 

① 協働モデルの他地域への波及システム 

本プロジェクトでは、州政府の通常業務として認識、確立されれば33、形成した地方開発メカ

ニズム（モデル）が州内のその他の町に波及すると日本側では想定していた。特に、州企画開発

局（PPDO）が本プロジェクトで果たした、地域社会統計分析、町に対するコンサルテーション、

事業の評価・モニタリング、州政府内開発事業の調整等の各種業務が、その所管機能として認知、

規定されることが重要な条件となっている。また、実施事業のノウハウが KMB に蓄積されれば、

州政府のみならず地域社会関係者間で経験が共有され、同開発メカニズムの認知が進むことを、

プロジェクト側で想定している。この場合、セブ州内のプロジェクト対象地域であった南部地域

へのモデルの波及が検討される必要がある（表 3-3-3 参照）。 
表 3-3-3 協働モデルの適用可能性 

 制度面 予算面 技術面 

地域行政 △プロジェクトが確立した開発メカ

ニズムの機能は、PMO の支援による

ものであり、今後は、KMB の制度化

と共に、PPDO がその機能を継承する

ための組織的措置が州政府内で必

要。 

△プロジェクト側が担ってきた開

発事業予算について、州政府の財政

的措置による代替が、一層、明確に

される必要がある34。 

△開発メカニズム構築やKMB等の

技術移転が、州企画開発局 PPDO 等

個人レベルに留まっており、組織的

な技術の維持と活用が必要である。

地域住民 ○住民側の参加意欲は強く、社会準

備や組織化がなされて場合が多い。

住民の参加の機会の提供が維持され

ることが重要である。 

○回転資金の導入によって、既実施

事業の継続性は保たれている。新規

事業には、地方行政側からのサポー

トが必要。 

○汎用性の高く、住民レベルで活用

可能な適性技術が導入され、住民自

身によって事業の維持管理が可能

となっている。 
○：適用可能、△：現時点では（2003 年 10 月）では効果が見られないが、今後の活動成果によっては適用可能性

有り。 

 

② 実際の波及状況 

2003 年 10 月の時点では、まだプロジェクトが終了しておらず、プロジェクトの対象地域であ

るセブ州北部でのメカニズム構築と波及を図っている段階である。今後、プロジェクトの実施効

果により、構築された地方開発メカニズムの認知が州知事及び州政府内部で進めば、現在の北部

地域に加え、南部の残りの地域にモデルの展開が図られることが可能である。（2003 年実施の同

案件の終了時評価においては、州知事や PPDO 局長は南部地域へのモデルの展開の意向を示して

いた。）しかし、メカニズムの継続性、維持発展性の可能性は、州知事や町長の政治的意思と行動

にも深く関わっており、今後のフィリピン側の意向（時期の新知事等）に依存する部分が大きい35。 

                                                        
33
 本プロジェクトにより構築されたメカニズムは、地方分権法から見れば「そうしてもよい」もの、あるいは「そ

うあることが望ましいもの」であり、そうしなければ罰則を伴うような性質のものではない。 
34 フィリピンの地方自治制度に於いて、地域行政レベルの自主財源の確保が構造的な課題として残されている。

その中で、州政府は、町自治体にくらべて十分な開発予算を持っているが、町自治体への事業予算の流入が、

政治的な側面等により、容易に出来ないことが問題となっている。 
35
 セブ州知事は、本プロジェクトが導入し、実践したアプローチの有効性を認める発現をしているが、2004 年

５月に誕生する新州知事の意向に、大きく左右される可能性は否めない。 
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(2)  モデルの他地域への波及可能性 

地方開発メカニズムの適用可能性については、表 3-3-3 のとおりであり、地域住民側には十分

にモデルが受け入れられている。一方で、上記で記したように、行政側の状況により、セブ州内

のプロジェクト対象地域及び対象外の地域でのモデルの適用性が明瞭とされていない。 
 

(3)  他地域へのモデル波及に必要な条件 

• 首長（州知事及び町長）の理解と協力が得られること。 

• PPDO の権限と機能の明確化36、特にコンサルテーション機能の追加などの制度面で整備さ

れること。 

• プロジェクトが負担してきた村落開発事業費用を州政府が担保すること37。 

• PPDO に移転された技術が、担当レベルから他職員に広がるように PPDO 内の組織改編が

行われること。（実施機関側は機構の改編に前向き） 

 

2-3-5  教訓と結論 

(1)  教訓 

① 計画に関わる教訓  

本プロジェクトは、計画から実施の段階で、州知事による対象地域の拡大によるモデル形成に

係る活動の混乱があった。また、モデルの波及性や自立発展性についての十分な検証がなされて

いなかった。本プロジェクトに先だって、事前に複数の調査が実施されているが、上述した課題

への十分な材料を提供していなかったことが問題であったと思われる38。多様な関係者が関る複

層的アプローチでは、プロジェクトのデザインをより明確にすることが必要であるため、これを

意識した調査活動が必要であったと思われる。 
 

② 実施に関わる教訓 

現状では、州知事による開発メカニズムの採択を行う政治的な判断がなされるまで、同メカニ

ズムの認知が進んでいるとは言えない。また、予算の案件の対象国である比国では、開発におけ

る政治的要素が大きいため、その点を十分に留意する必要があった。州知事の政治的な判断を促

すための積極的な働きかけが必要な場合、本邦研修も含めて柔軟に対処する余地があったといえ

るが、一方で、上記した理由によって、政治側に頼らずに、実施機関や町役場等において十分に

                                                        
36
 地方分権法第６章 476 条ｂ項によれば、PPDO の役割は基本的には、地方開発事業における調査、研究を含む

調整機関であり、実施機関ではない。 
37
 フィリピンの地方自治制度に於いて、地域行政レベルの自主財源の確保が構造的な課題として残されている。

その中で、州政府は、町自治体に比べて十分な開発予算を持っているが、町自治体への事業予算の流入が、政

治的な側面等により、容易に出来ないことが問題となっている。 
38
 本プロジェクト開始に先立って、セブ州の地域開発に係る開発調査、企画調査、各種短期調査が実施されてい

るが、技術協力事業としての本プロジェクトとの関わりが明瞭ではない。 
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メカニズムを定着する試みが必要であったと言える。 
 

③ 波及性に関わる教訓 

セブ州北部で実施された地方開発メカニズムが、プロジェクト対象地域外である同州南部地域

で波及されるかどうかは、州知事の判断に委ねられているため、現段階では明瞭ではない。この

点に関し、州知事の権限が大きい地方分権制度の枠組みの中で、事前の調査や、活動計画におい

て、波及性の確保を図るための具体的な検討が必要であり、実施活動計画に組み入れることが重

要であった。 
 

(2)  結論 

複層的アプローチによって、本プロジェクトが開発したモデル（地方開発メカニズム）は、モ

デルの対象地域では十分な開発ポテンシャルを発揮し、実施機関である州政府や村落開発事業の

実施者である町役場から肯定的に評価されている。一方で、地域社会開発の実施権限や予算を確

保している州政府内部でのモデルの自立発展性と波及性は、現段階では十分に確保されていない。 

地方分権化が進んでいる国や地域で、地域政府を実施機関として地域開発メカニズムを形成する

際には、開発されたメカニズムをどのように対象地域内に定着させ、かつ、対象地域外に波及さ

せるか、地方政府内部での関係者の理解促進や制度化を具体的に図ることが必要であった。 
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2-4 フィリピン：農村生活改善研修強化計画 

2-4-1 本件の複層的アプローチ 

フィリピン共和国農村生活改善研修強化計画（以下、フィリピン生活改善研修と略称）は、1996
年 6 月より 2001 年 6 月までの５年間、住民参加型の生活改善モデル研修プログラムの構築を目

的として実施され、地域住民による参加型の村落生活改善計画作りと、研修を通じたその支援を

行ないつつ、町役場が実施する生活改善事業との連携強化を目指したプロジェクトである。 
同プロジェクトの計画段階では、最初から明確に複層的アプローチが採用されたわけではなか

った。当初、フィリピン（以下、比国と略称）政府からの要請内容は、住民組織に対する能力向

上支援（直接問題解決型単層的アプローチ）を中心としたものであったが。これに対して、日本

の技術協力の枠組みに沿った検討が加えられ、農業省農業研修局39における生活改善分野の研修

実施能力を強化することで、農村の人的資源開発に資する計画であった（政府への技術移転型単

層アプローチ）。しかしながら、生活改善事業の実施そのものについては、ATI の組織の役割にな

かったため、地方自治体との連携は必須の要素であり、複層的アプローチの形態が実施のプロセ

スで形成された。 
次頁の図 3-4-1 に示すように、プロジェクトの前半は、専門家は C/P と共に、地域住民を対象

とした生活改善パイロットプロジェクトを展開した。その活動を通じて C/P 機関の組織能力の強

化及び人材育成と、地域住民の人材育成が行われた。プロジェクトの後半は、生活改善事業の本

来の実施機関である町役場が主体となって同プロジェクトを実施するため、中央政府の出先機関

である農業省農業研修局（ATI）研修センターが側面支援を行った（間接的複層的アプローチ40）。 

                                                        
39 地方自治体（Local Government Unit）職員及び地域住民に対して農漁業分野の研修を実施する農業省の研修機関

である。 
40 「複層的アプローチ」は、地域行政（地方政府）機関と地域住民との連携による地域開発アプローチを指す。

本プロジェクトでは、地方政府機関ではなく、その地域にある中央政府の出先機関を地域行政機関とみなしてい

るため、「間接的複層アプローチ」と称した。 
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図 3-4-1 フィリピン生活改善研修における複層的アプローチ概念図 
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2-4-2 計画段階のねらい 

(1) 複層的アプローチ導入の経緯 

① プロジェクトを取り巻く環境 

1990 年代初頭の比国において、農業は、国民総生産の２割以上、就業人口の半数近くを占める

重要な産業であった。中期国家計画(1993 年-1998 年)及び中期農業開発計画(1993 年-1998 年)に
おいては、各地の自然環境や市場条件を勘案した「主要生産地域アプローチ」が提唱され、地域

の特性に応じた技術開発・普及に重点が置かれていた。比国の総人口の３分の２が直接又は間接

的に農業と関わりながら農村地域に居住しているにも関らず、全般に農村の生活レベルは低いま

まの状況であった。 
1991 年の地方分権法（LGU Code あるいは Republic Act No.7160）制定により、普及員の所

属が中央政府から地方自治体41に移管され、農業普及事業における中央政府の役割が変化した。

それまで農業省農業研修局（以下、ATI と略称）研修センターが農家に対する直接研修及び農業

普及事業を実施していたが、地方分権化後は、それらの事業を地方自治体が担うことになったた

め、ATI が地方自治体職員や普及員に対する研修を実施するようになった。また、本分権法によ

り、普及事業は、農業省本省の直接の指揮系統ではなく地方自治体に位置付けられ、普及員も国

家公務員ではなく、地方公務員となったことから、普及員の採用数、採用期間は各州・町の開発

計画に依拠することになった。普及員が地方自治体に配置されたことにより、地方自治体に普及

員の管理業務が加わり、普及事業自体に配分できる時間が縮小された。さらに、一人当たりの普

及員の管轄地域が広がったにもかかわらず、業務費（バイクのガソリン代等の必須費目）が十分

支給されておらず、巡回指導の頻度が減少するという問題が生じた自治体も多かった。 
 

② 地域住民と地域行政の関係 

普及員が地方自治体の管轄になり、地域住民に近い存在となったはずであったが、普及員から

の十分な行政サービスが地域住民に届いておらず、また、そのサービスの内容が必ずしも住民の

ニーズに沿わないトップダウン方式で実施されているという問題も指摘されていた。さらに、地

域住民から地方自治体に対して開発計画を提出しても、その意向が予算配分や事業内容に反映さ

れることは少なく、地域住民は行政に対して受身になりがちであり、双方に信頼強化は多くの自

治体関係者にとっての課題となっていた。 
 

(2) 複層的アプローチのメカニズム 

① 地域行政と地域住民との連携構築 

スラウェシ村落開発やバングラデシュ PRDP では、地域行政を C/P とし、地域行政に対して直

接的介入を行ったが、本件では、農業省 ATI 及びその出先機関（研修センター）に対して介入を

                                                        
41 1991 年の分権化以降、普及員は州農業事務所及び町農業事務所への配置となった。 
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行った。計画段階では、ATI 研修センターが生活改善モデル事業を展開する上で、町役場との連

携を強化し、町役場から住民に対する財政的・技術的支援が供与されることを期待していた。 
 

② 地域社会関係者への働きかけ 

関係機関との連携は当初よりプロジェクトの活動の一部に含まれており、高度な研修内容を住

民組織に指導する際に、大学からの協力を得た。住民レベルでの個別事業を実施する際に必要な

資機材、家畜、技術の提供に関しては地域内にある農業試験場より協力を得た。 

表 3-4-1 複層的アプローチの対象、働きかけの内容、期待する効果 

 働きかけの内容 期待する効果 

中央政府 
 

人材育成及び農村生活改善マニュアルの作成支

援 
開発された研修モデルが他地域の研修センターに効率的・効

果的に波及される。 
地域行政 ワークショップや研修を通じた人材育成 地域住民のニーズを地方自治体関係者が把握し、住民のニー

ズに沿った支援が行われる。 
村落 ワークショップや研修を通じた人材育成 地域住民の問題解決能力が向上する。 

 

 

③ 実施機関選定の経緯 

日本政府は ATI （ATI 本部、４研修センター、13 地域の農業研修センター）に対し、1993 年

に無償資金協力による機材供与（15 億円）を行い、視聴覚機材や車両等の研修用備品の整備を行

っていた。比国政府より ATI を実施機関とする「農村女性に対する地域特産品の生産及び加工技

術の研修を通じた生活改善計画」が要請されたため、その事前調査の結果、農村女性や地域特産

品の生産に特化せず、地域住民の生活分野全般の改善に資する目的で、本プロジェクトが」実施

されることとなり、農漁業分野の関係者の研修を実施している ATI が実施機関として選定された。 
 

④ 対象地域の選定経緯 

ボホール研修センターの管轄下にあるボホール州の４町５村からプロジェクトのパイロット地

域が選定された。異なる特徴を持つ地域を選定するために、①活発な協同組合が存在する、②農

業事務所のマンパワーが十分確保されている地域である、③地理的条件が異なる、④土地利用状

況の異なる、⑤主要産業/主要作物の異なる、⑥道路へのアクセスがよい、⑦政府及び NGO の介

入がない、などを対象町の選定基準とした。なお、対象村は、町の主導により選定された。 
 

(3) 波及性と貧困削減 

 ① 計画時における波及性の考慮 

以下の図に示したとおり、協力期間の前半 3 年間で、生活改善パイロット研修プログラム（住

民による計画作り、パイロット生活改善事業の実施、それらを支援する研修パッケージの開発を

含む）のモデルを創り、その成果をマニュアルや実施要領にまとめ、後半の協力期間において、

開発された研修モデルを ATI 本部のイニシアティブにより、他地域の ATI 研修センターでの実証

を通じて波及することが計画されていた。 
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② 貧困削減に対する位置づけ 

本プロジェクトは、貧困削減ではなく研修モデルの開発を目的としたため、対象グループの選

定において、住民の貧困の度合いではなく、生活改善事業に対する志気の高さが重視された。 
 

図 3-4-2 フィリピン生活改善研修 関係者相関図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2-4-3 実施段階での取組みと成果 

(1) 活動における創意工夫と成果 

協力期間の前半では、モデル地域におけるパイロット活動を通じて、研修モデルの開発とマニ

ュアル作成に重点が置かれた（中央政府の組織能力強化）。また、生活改善事業を実施する役割は、

本来 ATI ではなく町役場が担っていたので、住民が作成した活動計画を町レベルでの行政に認知

させるための働きかけを行った（図 3-4-1 参照）。中間評価以降は、図 3-4-1 及び図 3-4-2 に示す

ように、町役場を通じた生活改善事業を重視し、ATI 研修センターは、町役場が実施する生活改

善事業の後方支援（計画及びモニタリング・評価）に重点を置き、住民組織のリーダー及び関係

行政機関（行政官、普及員等）に対する研修を実施することにより、中央政府の出先機関を通じ

た地域行政と住民の連携を強化した。 
開発された研修モデルの適用を通じて、地域行政が地域の問題解決に繋がるように地域住民を
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支援することで、普及員に対する住民の信頼感や、地域開発事業に対する地域行政のオーナーシ

ップの醸成等により、両者間に協働がもたらす基盤を確立していくことが期待されていた。また、

地域行政が住民のニーズやレベルにあった事業を支援することにより、地域住民の自立心の高ま

りが見られた。 
表 3-4-2 に示したように、ATI は生活改善事業を実施する組織上の役割を有していなかったた

め、本来事業を実施する地方自治体との連携強化に関する創意工夫が施された。 
 

表 3-4-2 フィリピン生活改善研修における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫 成果 

地

域

行

政 

事業実施に関わる、

ATI 及び地方自治体

との連絡調整、資材

管理、モニタリング

を実施する人材が

必要であった。 

プロジェクト前期では、フィールドオ

フィサーを雇用し、プロジェクト後期

は普及員にその任務を担わせた。 

普及員が事業のモニタリングを行うこと等を通じて、事

業に対するオーナーシップが醸成されることが期待さ

れていたが、そのような効果が発現されたかどうかは不

明である（プロジェクト後期）。 

住民レベルでのニ

ーズ把握が必要で

あった。 

演劇を活用した「視覚化ワークショッ

プ」を実施した。 
演劇や歌を通じて、村の問題点と村の将来像が明らかに

なり、村人の共通のビジョンが明確にされた。事業実施

の動機付けに繋がった42。 

地

域

住

民 プロジェクト終了

後の自立発展性を

高めることが目的

であった。 

できるかぎり住民に負担してもらい、

住民負担が不可能な部分に関しては、

住民自身が財政的支援を得るよう働

きかけを行った。 

終了時評価調査団に対して、住民自身で事業を継続して

いくことが可能であり、更なる支援は必要ないとの報告

を住民から受ける等、住民の自助努力の高まりが見られ

た。 
C/P 機関は生活改善

事業実施の組織的

使命がなかった。 

プロジェクトからの支援は所詮時限

的なものだと住民に執拗に伝え、自治

体から協力を得させた。住民による事

業計画を町役場に報告し、町役場から

承認を得させた（プロジェクト前期）。

自治体との村落計画との整合性を持たせたことにより、

計画の一部に対して町役場が財政支援を行ったケース

もあった。 

双

方

の

連

携

構

築 
町役場から離れた

村では、事業計画を

町役場に提出して

も、申請が通らない

ことが多かった。 

地方自治体の普及員を活用して事業

を展開させた（プロジェクト後期）。

普及員が村を訪れることにより、普及員が住民の要望を

町役場に伝える橋渡しとして機能し始めた。その結果、

住民の普及員に対する信頼感が醸成された。 

 

(2)  促進及び阻害要因 

本プロジェクトの促進要因としては、1997 年に施行された農漁業近代化法(AFMA)により、生

活改善事業のための予算が配分されていない ATI と地域開発計画予算を有する地方自治体との連

携が正当化され、双方の連携強化されたことである。すなわち、農漁業近代化法の施行により、

ATI の職掌範囲には農漁業分野の研修のみならず、1991 年以降に地方自治体に一任されていた普

及事業に関して地方自治体を支援する任務が加えられた。このことにより、国レベルの農業普及

計画の策定や地方自治体に対するガイドラインや情報の提供、普及事業のモニタリング・評価、

普及に関する情報のデータベース化、情報提供といった広報支援の役割を ATI が担うこととなっ

た。一方、本プロジェクトでは、特段の阻害要因は存在しなかった。 
 

                                                        
42
 関係者からのインタビューによると、劇を活用した研修は歌や演劇好きの比国の国民性によくなじみ、フィリ

ピンの住民参加型事業のアプローチとしての適応性が高い。 
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2-4-4 協働モデルの他地域への波及性と適用可能性 

(1) 協働モデルの他地域への波及システムと実際の波及状況 

 ① 協働モデルの波及システム 

協働モデル（研修事業）の波及可能性の実証を行うため、早い段階で（プロジェクト開始３年

半以内）、事業マニュアル及び実施要領等のガイドラインを作成し、それらを用いてプロジェクト

期間内に ATI が独自に他地域に、モデルの波及を行う計画であった。また、プロジェクト実施期

間中に、C/P にモデルの波及活動を開始させ、専門家からのモニタリング、指導を受けることに

より、より確実に波及効果が発現されるよう計画が立てられていた。実施段階においては、比国

の事業に対するオーナーシップを促進させるため、協力期間の後期に、実施機関がモデルを新規

に適用する研修センターにおいては、日本側の人的、予算的な投入は押さえ、技術的な助言やモ

ニタリングを行うことにより、比国の自助努力を促した。 
 

② 実際の波及状況 

実証活動が行われた町では、協働モデル（研修事業）の適用が条例化されたことにより、町全

体に研修モデルが波及されることとなった。対象地域外の波及については、モデル地域であった

ボホール州では普及員同士の交流を通じて、開発された研修モデルが他の町にも波及された例が

報告されている。 
さらに、終了時評価調査時には、農業省で省令化されたことを受けて本研修モデルが残りの全

ATI 研修センターに展開されることが決定された。ATI は農業省からの通達により、毎年 3 箇所

の研修センターにおいて当研修モデルを実施するための予算を獲得し、2009 年までに全研修セン

ターにおいて、本プロジェクトで開発された研修モデルが導入される見込みとなった。2001 年の

プロジェクト終了時点では計７研修センターにおいて研修モデルが実施されていたが、2003 年時

点には計 16 の研修センターに研修モデルが導入された。 
本プロジェクトでは、地域住民による働きかけが有効的であった。中央政府の担当官が村を訪

れた際に、住民から本研修事業に関して好意的な意見を聞き、また地方自治体の会議では本研修

事業に対する有効性が認識された。さらに、地方自治体の代表者が参加する中央政府レベルの定

期会合の場でも本研修事業に対する有効性が話し合われた。このようなアプローチが功を奏して、

中央政府を動かすこととなった。 
 

③ 波及に関するインパクト 

モデルである研修事業の予算が全研修センターに対して計画通りに配分された場合、開発され

た研修モデルが比国全土へ波及され、住民の自立心の高まりが見られると想定される。 
 

(2) 協働モデルの他地域への適用可能性 

生活改善研修モデルが農業省 ATI の本来業務として明確に位置づけられ、制度面、予算面から

事業の自立発展性が担保された。ATI が業務ガイドラインを規則化し、ATI への予算が国家予算
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に含まれることになり、全国に同研修モデルが展開される基盤が確立された。また、様々なマニ

ュアルやガイドラインが整備され、生活改善研修に関するノウハウの蓄積が図られたため、技術

面での適用性も高いと推察される43。 
 

表 3-4-3 協働モデルの適用可能性 

 制度面 予算面 技術面 

地 域

行政 
○ 農業省の省令化により、本研修

モデルが全国の 30 研修センターに

おいて展開されることとなった。ま

た、農業近代化法（AFMA）により、

ATI が地方自治体の普及活動の側面

支援を行うこととなった。 

○ 2001 年までの研修センターで

の活動予算は確保され、その後の事

業予算はATIの通常国家予算に含ま

れる予定となった。 

○ 地方自治体が生活改善事業を実施支援

するための研修モデルの業務実施要領、マ

ニュアル、ビデオ、各種研修ガイドライン、

パンフレットが作成された。農業普及員が

組織強化やパイロット活動のモニタリング

に関する技術を習得した。 
地 域

住民 
○ プロジェクト終了後の活動の

自立発展性を考慮し、既存の住民組

織を対象とした。制度面での問題は

ない。 

△ 生活改善事業計画予算のうち、

住民負担のみで活動が困難な部分

に関しては、住民自身が関連機関か

ら助成を取り付ける必要がある。助

成が得られるかどうかは、住民組織

及び普及員の能力次第である。 

○ 移転された技術やアプローチは適切か

つ自立発展性のあるものであると終了時評

価調査で言及された。 

○：適用可能 △不明 ×：適用困難 

 
2004 年２月に実施された事後評価によると、波及先での研修プログラム実施にあたり、町役場

が ATI の限られた予算等を補完しながら、モデルが実施されていることが特筆される。波及先で

の研修モデルの適用にあたり、プロジェクトが作成したマニュアルを現在でも活用しているが、

波及先の現状に合わせたマニュアルの更新が行われていない状況である。また、育成された殆ど

のカウンターパートは継続的に勤務しているが、プロジェクト終了後に、モデルの実施者に対す

る研修が行われていないため、モデルを支える人材の質の継続的確保が課題となっている。一方、

地域住民レベルの活動に関しては、現在でもパイロット地域で継続されている村落事業が多い。

その要因は、①プロジェクト実施期間中の対象住民組織に対する社会的準備作業の効果、②プロ

ジェクト終了後も、町役場からの継続的な技術的・物理的・財政的支援及びモニタリング効果、

③研修センターからのモニタリング効果によるものと考察された。 
 

(3) 他地域への協働モデルの波及に必要な条件 

波及先の研修センターに対して、事業実施予算が継続的に組み込まれることが、研修モデル波

及の条件となる。その他、ATI 本部が、研修センターに対して継続的にモニタリングと指導を行

っていくことが、本研修モデルの技術レベルを維持するための留意事項となる。さらに、波及先

においても、町役場から継続的に、技術的・予算的・物理的支援が得られることも重要である。 
 

                                                        
43 プロジェクトにより作成されたガイドライン：①Facilitator’s Manual on Participatory Planning, ②Prototype 
Training Design of TSEP-RLI Programs in Bohol Model Center, ③A Trainer’s Guide on Household Vegetable Production 
for Improvement of Nutrition and Household Financial Management Program, ④Facilitator’s Guide for Improvement of 
Community Environment Program, ⑤Facilitator’s Guide for revolving Fund Scheme, ⑥Vegetable Cropping Pattern 
Calendar, ⑦Survey on Government Agencies, ⑧Survey on Government Agency, ⑧Survey on State Universities and 
Colleges, ⑨Newsletter 
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2-4-5 教訓と結論 

(1) 教訓 

 ① 計画に関わる教訓 

ア) C/P 機関の選定について（住民へのアクセスを有する中央政府の地方出先機関） 

C/P 機関は中央政府の出先機関であったが、地方自治体や住民向けの研修を実施している機関

であったため、地域行政と地域住民の連携を促進する複層的アプローチを採ることが可能であっ

た。もし住民へのアクセスを持たない中央政府の出先機関であった場合は、トップダウン方式で

事業を実施せざるを得えなかった可能性が高い。今後、生活改善事業を比国で実施する際には、

地域での生活改善事業の実施主体である地域行政（地方政府機関）を C/P とすることが適当であ

ると考察されるが、地域行政を直接の C/P とすることが困難な場合は、本件のように住民へのア

クセスを有する中央政府の出先機関を活用することも一案である。 
 

イ) C/P の組織的役割と事業内容との整合性 

生活改善事業は C/P の組織上の役割ではなかったため、同事業を効果的に実施するためには、

C/P と地方自治体との連携の必要性が強く認識され、複層的アプローチを採用するに至った。ま

た、本来 C/P は普及員の指導的立場にあるが、本件では、本来は普及員の役割とされている村の

巡回指導を C/P が行わなければならなかったため、C/P の不満が高まった。本プロジェクトは、

あくまで「技術移転」の枠組みで計画された案件であり、あえてパイロット事業において、C/P
の組織的役割を超える活動を実施し、その経験を通じて C/P の能力強化を図るという考え方に基

づいて実施されてはいるが、今後の類似案件では、C/P の当該国での組織上の役割に合う適切な

C/P の選定が重要である。 
 

② 実施に関わる教訓 

本件の生活改善事業では、外部の技術ではなく既存の技術を活用した事業を対象としたため、

住民レベルでの技術的適用性が高まった。今後、生活改善分野の事業を実施する際には、既存の

技術を活用することが有効と考察される。 

 

③ 波及に関わる教訓 

ア) 全国に出先機関が多数存在する C/P 機関 

ATI のように全国に出先機関が多数存在する中央政府機関を C/P 機関とすると、効果的なプロ

ジェクト成果が発現された場合、その成果が C/P から出先機関を通じて全国的に波及されること

が期待できる。 
 
イ) 複層的アプローチによる波及効果 

本件では、住民レベルから中央政府の政策決定者までを含めた介入を行ったことにより、地域

住民や地域行政関係者からのプロジェクトに対する好意的な評価が、中央政府の政策決定者にボ

トムアップ方式で到達したことにより、開発されたモデルの波及効果の拡大に寄与した。モデル
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の波及を視野に入れた案件にとって、本件のような様々なレベルに介入する複層的アプローチは

有効であると考察される。 
 
ウ) マニュアルやガイドライン作成支援 

フィリピン生活改善研修では、早い段階でマニュアルやガイドラインが作成され、波及活動が

活動項目に含まれ、プロジェクト実施中に波及させる方法を採用した。このようなアプローチは、

モデルの波及を前提とした案件に有効的と考察される。ただし、投入される専門家の能力や実施

期間などの要素、特に対象地域（村落）数が重要な要件である44。さらに、事後評価によると、

プロジェクト実施期間中に作成されたマニュアルの内容が、波及先の現状に合わない状況が生じ

たものの、マニュアルの更新が行われていない。よって、波及に際し、定期的なマニュアルが更

新に対する働きかけも重要である。 
 
エ） 人材育成システムの必要性 

 2004 年 2 月に実施された事後評価によると、プロジェクトで育成された多くのカウンターパー

トは継続的にモデルの波及活動に関わっているものの、プロジェクト終了後、モデルの実施に関

わる者に対する研修が行われていない。よって、形成されたモデルの質の維持のため、モデルの

実施者に対する人材育成システムを構築することも重要である。 
 
オ) 地方自治体との連携 

 実施段階において、地方自治体の事業の一部を側面支援しながらモデルを実施する方法を採用

したため、村落事業の実施に際し、地方自治体から財政的・技術的支援が得られるようになった。

事後評価によると、波及先におけるモデルの実施においても地方自治体から、技術的、財政的、

物理的支援が得られ、実施機関の限られた予算を補完し、モデルの自立発展性と波及性を向上さ

せた。よって、モデルの実施にあたり、然るべき関係機関と連携を構築することは重要である。 
 
カ) 貧困削減効果 

本件は貧困削減を目的とした案件ではなかったが、本研修モデルの事業決定までのプロセスで

は、貧困層が事業形成の段階で排除されないように配慮され、誰もが参加できる民主的な方法が

採用された。このような配慮が、貧困層が抱える問題の解決、ひいては貧困削減につながると考

えられる。 
 

(2) 結論 

本プロジェクトは、生活改善（地域社会開発）というテーマに「人的資源開発」、具体的には

研修というツール（住民及び地域行政官に対する研修プログラムの構築）から、中央政府機関の

能力強化を図ることを主目的とし、適切な研修プログラムを構築するため、住民レベルでの実証

                                                        
44
 特に協力期間の前半においては、地理的にも、具体的な事業数からいってもあまりにもパイロット活動そのも

のが広がりすぎたために、成果をマニュアル化する段階で非常な困難に直面したことが、専門家の聞取り調査で

指摘された。 
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をも取り入れた複層的アプローチであった。 行政に対する能力向上支援のみならず、地域住民

レベルでの実証を行ったことにより、現場レベルに適応できるモデルが構築されただけではなく、

モデルの有効性に対する住民の声が政策決定者に直接届き、住民のニーズに即したモデルの制度

化を促進した。一方、当初、比国より要請があったような住民組織に対する直接問題解決型の単

層的アプローチが採用されていた場合、その効果の支援体制が課題として残った可能性がある。

よって、複層的アプローチにより、住民のニーズに即した研修モデルの構築、そのモデルや効果

の自立発展性向上に効果的であった。 
本プロジェクトでは、計画段階から研修モデルの波及を念頭に置いており、波及活動が早い段

階から計画に含まれていたことが特徴的である。また、全国に多数の出先機関を有する中央政府

機関を C/P とし、住民組織から政府の政策決定レベルまでの複層的介入を行ったことが功を奏し、

結果的に波及効果を高めることとなった。C/P の選定、波及を考慮した活動など、本件から得ら

れた教訓は、他の類似案件に参考となり得ると思料する。 
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2-5  スリランカ研究協力・参加型農村開発方法の確立 

2-5-1  本件の複層的アプローチ 

「参加型農村開発方法の確立」（以下、スリランカ参加型農村開発と略称）はコロンボ大学との

研究協力プロジェクトであり、スリランカの農村開発において有効な参加型開発手法を構築する

ことをプロジェクト目標として、1998 年 7 月から 3 年間にわたり実施された。研究協力の意図は、

モデル村落における実証事業の実施及び同事業の調査・研究を通し、農村開発における大学の関

与をモデル化することであった。参加型開発の内容としては、「人的資源開発」、「物的資源の有効

活用」、「外部資源とのリンク」の３つの側面に焦点が当てられた。 
本プロジェクトの複層アプローチの特徴は、①実施機関を大学とし、大学、地域住民、地域行

政の三者の協働を図った点及び②住民レベルに「よそ者」であるファシリテーターを介入させ、

農村と外部とのリンクを構築しようとした点にある。まず地域住民レベルでは、６つのモデル村

落において、生活改善、生計向上及び社会文化活動等の開発事業発掘のために農業開発委員会を

設置し、住民間の意見調整やニーズの把握を行った。また、ファシリテーターを雇用・訓練して

各村に常駐させ、同委員会や住民に対して迅速にアドバイスできる体制を整備したほか、ファシ

リテーターを農村と外部とのパイプ役として機能させるためにファシリテーター会議を定期開催

した。 
コロンボ大学内においては、開発事業実施機関としてプロジェクト運営会議を設置し、ファシ

リテーターを出席させ、ファシリテーターを通して村落への必要な情報伝達や実施支援を行った。

その他、地域行政レベルでは州政府開発局とコロンボ大学との間でセミナーや事業運営に関する

協議を持った。これらの結果、住民と大学及び州政府の間で信頼関係が醸成され、住民活動の活

発化と迅速な事業の実施という協働効果が発現した。 
 

図 3-5-1 スリランカ参加型農村開発における複層的アプローチ概念図 
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2-5-2 計画段階のねらい 

(1)  複層的アプローチ導入の経緯 

① プロジェクトを取り巻く環境 

 スリランカでは、1948 年の独立以降、地方分権のもとで実施される総合農業開発事業

（Integrated Rural Development Project; 以下、IRDP と略称）が地域社会における中心的な開

発事業となっている。本プロジェクト開始以前に16の IRDPが州、又は県単位で実施されており、

本件実施対象であるクルネ－ガラ州では 1979 年以来実施されている。IRDP では、殆どの事業で

住民参加型アプローチが取られているが、事業の計画、実施において地域住民が積極的かつ主体

的に参加する方法が確立されていなかった。 
また、これまで実施された IRDP は、インフラ整備については一定の貢献をしたが、雇用創出、

食糧増産、貧困の解消等の面では成果を上げていなかった。一方で、コロンボ大学は、これまで

中央政府と強い協力関係にあり、調査研究や研修を通じて、農村開発に携わる政府行政官の人材

育成に貢献してきた。同大学は日本の龍谷大学とも協力関係が深く、より効果的な農村開発のあ

り方について意見交換する中、龍谷大学が実践している大学の開発普及事業に触発され、大学が

農村普及活動に参画するという新たな試みを研究協力の形で行うこととなった。 

 

② 地域住民と地域行政の関係 

スリランカの地方行政単位としては州、県、郡があり、郡の下に村落が配置されている。その

中で、州が強い権限を有しており、開発事業の計画、実施を行なっている。地方行政の枠組みで

実施されている IRDP を含め、政府が行なう貧困対策や福祉支援等の事業は基本的にトップダウ

ン型であり、対象住民が主体的に参加できる取組みがなされていなかった。また、州政府は開発

事業に対する自負心があるためか、住民参加に係る手法の改善に対する意識が薄かった。地域住

民側は、これまで数々の開発事業の対象となってきたが、その継続性の低さや地域行政・外部者

に対する不信感が強かった。また、村落が団結して政府実施事業への要望やクレームを行なうた

めの手段を持たない場合が多かった45。 

 

(2) 複層的アプローチのメカニズム 

① 地域行政と地域住民との連携構築 

本プロジェクトでは、スリランカの村落開発における参加型開発手法を確立するにあたり、単

に地域住民の開発事業への参加を図るだけでなく、農村が外部資源と関わりを持つことを重要視

した。そのために、大学が地域社会開発の支援機関の役割を担い、農村と対等なパートナーとし

て参画することで地域社会開発全般の効率性・有効性の向上が図られた。連携構築のための働き

かけの対象は大学と地域住民が中心となり、地域行政に対する働きかけの比重は相対的に軽かっ

た。 

                                                        
45
 村落は、住民の連帯意識の強い伝統村の他に、異なる出自（カースト）の移住者が集る村落など、村落内部に

成立条件の違いがあり、一様な標準化が難しい。 
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地域住民が地域行政や他の外部資源と関わりを持つための枠組みは次の通り。まず、開発事業

の決定機関であるプロジェクト運営会議（通称；月曜会議）が大学内に設置された。開発事業の

受け手である住民側には農村開発委員会（通称；UC-JICA 委員会）46が対象のモデル村落に設置

された。UC-JICA 委員会の下には個々の開発事業活動を担う住民組織が作られるか、既存組織が

位置づけられた。村落レベルではまた、プロジェクトより派遣された常駐のファシリテーターが、

同委員会や個々の住民組織を支援する体制が作られた。 
大学と地域住民の連携構築のための枠組みとしては、ファシリテーター会議が定期的に開催さ

れた。同会議では、大学側関係者47、地域住民関係者、ファシリテーターが農村の個々の課題や解

決策を検討し、その結果はプロジェクト運営会議に報告された。また、大学と地方行政との連携

と協調のためには、北西部州政府開発局との間で、開発事業実施に必要な作業調整のための定期

会合が持たれた48。 

しかし、上述の枠組みに関し、計画者が意図したプロジェクトのコンセプトが、活動開始後に、

現場で共有されておらず、またプロジェクト全体の枠組み（プロジェクト目標、上位目標、実施

体制等）や活動計画においてどのように同コンセプトを具体化するかという点も明確にされてい

なかった。そのため、活動当初は、本プロジェクトで何を研究するか、誰がどのような活動を実

施するかについて関係者間での認識が一致しておらず、プロジェクト前半期の活動は十分な進捗

をみせなかった。その後、コンセプトと具体的枠組みは、短期専門家による中間評価及び巡回指

導を経て明確化・共有された。 

 

② 地域社会関係者への働きかけ 

既に述べたとおり、本件の中心的な関係者はコロンボ大学及び地域住民、地域行政（州及び郡）

である。その他にも、住民への研修実施として NGO の参加や、住民の視察旅行における外部の農

業生産団体等の多様な関係者の参画があった。主要関係者への主な働きかけの概要は図 3-5-2 及び

3-5-1 に示すとおりである。 

                                                        
46 10 名前後の老若男女から構成されている。 
47 カウンターパートである大学教授、教員等。 
48 大学と州政府間の定期会合において、農村開発に関する情報交換の他、大学側の活動報告や、事業の承認取り

付け、住民側の意見の伝達や住民と州政府との橋渡し、等が行われた。 



 199

図 2-5-1 スリランカ参加型農村開発 関係者相関図 
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③  実施機関選定の経緯 

コロンボ大学は、従来中央政府との結びつきが強く、農村開発に携わる政府行政官の人材育成

に貢献してきたが、地域の農村開発事業への直接的な関与はなく、近年、大学の知的資源を農村

開発事業に生かす方策が検討されていた。同大学は龍谷大学と友好関係にあり、研究者間の交流

も多い。本プロジェクトのきっかけは、龍谷大学で実践している地域おこしのための普及事業の

アプローチをコロンボ大学が取り入れてスリランカにて実施するとの提案であったことから、同

大学がプロジェクトの実施機関とされた。 

 

④ 対象地域の選定経緯 

コロンボ大学の近隣であり、州知事が開発に前向きなことから北西部州が選定された。また、

同州を構成するクルネーガラ、プッタラムの両県において、郡別統計データの分析から、地域を

代表する典型的な郡が３つ抽出された49。その各郡に於いて、生活水準が相対的に低く、プロジェ

クト実施に適する世帯数の 80 戸から 120 戸の各２つの村落が選定された。 

 

(3)  波及性と貧困削減 

① 計画時に於ける波及性の考慮 

モデルが確立後に他地域にどのように展開するかについては、農村開発事業の成果を研究報告

（ワーキングペーパー）に取りまとめて事後に活用するという以上は、具体的には考慮されてい

なかったようである。 

 

② 貧困削減に対する位置づけ 

研究対象の設定にあたっては、相対的な貧困地域である北西部州が選ばれたほか、モデル村落

の抽出に於いては、異なる地域状況から、地域に典型的な条件を持ち、かつ生活水準の低い村落

が選定される等の貧困への配慮がなされた。また、プロジェクトの上位目標は「農村の社会経済

状態が改善される」となっており、貧困削減を目指したモデルの構築というプロジェクトデザイ

ンとなっている。ただし計画関連文書からは、モデル構築から社会経済状態改善にいたるメカニ

ズムは明らかではない。 

 

2-5-3  実施段階での取組みと成果 

(1)  活動における創意工夫と成果 

① 地域行政への働きかけ 

地域社会開発の実施機関である北西部州開発局とプロジェクトとの間でセミナーや定期協議を

持つことにより関係を強化し、相互の事業の連携を行なった。これにより、同局のプロジェクト

への協力姿勢を引き出すことができた。ただし大学、地域住民に比較すると働きかけの比重は軽

                                                        
49 ガルガムア、マハクブカダワラ、ワリヤポーラの各郡で、最終的に州政府の意向も受けて決定した。 
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く、州政府側の能力向上に係る技術的な支援も特に行なわれてはいない。 

 

② 大学への働きかけ 

実施機関であるコロンボ大学は、これまで地域社会開発に直接関与した経験がなかったため、

開発事業や普及活動実施にかかる能力の強化や制度の整備が重要であった。能力強化の一環とし

て、大学教官（カウンターパート）や学生がモデル事業の実施に参加した。その際、カウンター

パートが本プロジェクトの活動に正式な業務として参加できるように大学に交渉し50、大学普及事

業の地位を高めた。また、大学がプロジェクトの運営、管理を行なうための専門家からの技術的

支援を行なったほか、JICA 技術交換事業を通じてフィリピン SEED プロジェクト・チームを招聘

したりインドネシア・スラウェシ村落開発を訪問し、他の農村開発にかかる協力手法や大学の農

村開発への参画状況を知る機会を提供した。その他、研究成果の取りまとめを支援し、モデルの

確立を図った。 

 

③ 地域住民への働きかけ 

村落内のニーズの発掘や、農村開発委員会の支援、住民組織の立ち上げ支援等を行なうために、

大学卒業生をファシリテーターとして雇用して訓練し、村落内に常駐させた。同時に、住民に対

する研修や他村への視察旅行によって動機付けを図り、住民のニーズにもとづいた開発事業を実

施した51。女性の提案による事業も行われ、これまで開発への参加機会が限られていた女性の組織

化、活動も活発となった。事業が次々と実施されるにつれ住民は自主的に事業運営を行うように

なっていったほか、外部組織との交渉にも自信と積極性を増していった。 

 

④ 協働関係の構築 

ファシリテーターの仲介による州・郡政府職員のモデル村落の訪問・事業実施にかかる住民と

の対話を実現させたほか、セミナー等の利用による外部との提携が図られた。また、プロジェク

トが形成した諸会合によって双方向の情報共有が行われた。これらの活動を通して住民に外部資

源についての情報が行き渡るようになったほか、住民と大学、また住民と政府の間に信頼関係が

生まれ、事業実施の迅速化と住民の自主性・積極性の向上という効果が生じた。一方、大学側は

現場経験からの知見の蓄積という便益を得た。 
 

                                                        
50 プロジェクト前半期は、カウンターパートはフィールド活動に参加するために大学から休暇を取得しなければ

ならず、プロジェクト参加への士気を減じる要因となっていた。 
51 終了時評価時点で、きのこ栽培、やぎ飼育、台所改善、トイレ建設等 59 の住民組織対象の事業実施が確認され

ている。 
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表 3-5-2 スリランカ参加型農村開発における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫点 成果 
州政府のプロジェ

クトへの認知を図

る。 

州政府職員や郡職員に対して、プロ

ジェクトのコンセプトや実施状況

報告のセミナーを開催した。 

プロジェクトに対する州政府側の理解が深ま

り、技術的、人的支援が合意された。 
 
地

域

行

政 
州政府事業とプロ

ジェクトの連携を

行なう。 

プロジェクト実施地域への州政府

事業の参加を要請した。 
それまでは州政府事業がカバーしていなかった

地域に、住民のニーズに沿った事業展開が行な

われた。 
大学の村落調査へ

の参加 
対象村落を大学の関与度合いによ

って、①2 村の詳細調査、②4 村の

簡易調査という２つの調査研究タ

イプに分類した。 

詳細調査において、大学の社会学部の学生が、

村落の基礎情報調査に参加し、貴重な経験を得

る（教育の質が向上する）とともに大学普及事

業への認知度が高まった。 
大学側 CP がフルタ

イムでプロジェク

トを管理出来ない 

当初は専門家が全体の取りまとめ

を行なったが、日本からの調査団派

遣時には、CP のプロジェクト活動

を正式な業務として認めるよう大

学側に交渉した。 

普及事業への参加が正式な業務として認められ

るようになり、CP の積極性が増した。ただし授

業や他の研究活動の合間を縫ってプロジェクト

活動に参加するという状況は変わらなかった。

普及活動に関する

大学内連携不足の

解消 

医学部が、開発事業の一つとして医

療クリニックをモデル村落で開催

した。 

大学内に於ける学際的な連携が強化され、将来

の開発大学院のモデルケースとなった。 

他の複層アプロー

チを取る JICA 協力

プロジェクトとの

連携 

技術交換事業を通じてフィリピン、

インドネシアの類似プロジェクト

と交流を行った。 

アプローチの相違についての意見交換を通じ、

本プロジェクトのアプローチに対する CP の理

解が深まった。 

 
 
 
 
 
 
大 
 
学 

大学内における知

見の蓄積 
開発及び普及事業から得られた成

果を分析し、研究報告にまとめた。

大学による参加型開発の成果が８つのワーキン

グペーパーに取りまとめられた。 
専任のファシリテ

ーターの村落外か

らの雇用 

9 名のファシリテーターを大学卒

業生から雇用して、各村に配置し

た。 

各村にファシリテーターが常駐することで、村

落内の課題に客観的かつ迅速に対処することが

可能となり、また住民組織の活性化に繋がった。

 
 
 
地

域

住

民 

ファシリテーター

の能力不足の解消 
NGO や専門家による研修や開発事

業の視察を実施した。また、ファシ

リテーター会議にてファシリテー

ター相互の意見交換を促した。 

ファシリテーターとしての自覚の向上と参加型

開発に係る技術が向上した。 

 住民の事業実施へ

の動機付け不足の

解消 

住民を対象とした、村の外部への視

察旅行をNGO や地方自治体の協力

を得て実施し、農業や養殖事業等を

視察した。 

淡水魚養殖やカシューナッツ事業などについて

地域住民の見識が広がり動機が向上した。また、

地場産業の見直しに繋がった。 

外部資源へのアク

セス向上 
ファシリテーターが、住民と州政府

や援助機関との橋渡しを行なった。

州政府側関係者が村を訪問し、諸問題について

住民と話し合うようになった。また、問題のあ

った事業について、住民と援助機関側の間で話

し合いが持たれた。 

双
方
の
連
携
関
係
の
構
築 

大学と州政府の連

携不足の解消 
大学と州政府側とのプロジェクト

運営会合を開催した。 
運営会合の開催によって、大学の普及活動に不

可欠な、州政府側の人間関係作りが進んだ。 

 

(2) 促進及び阻害要因 

① 促進要因 

本プロジェクトは大学に新たな役割を付与するという試みであったが、友好関係にあった龍谷

大学にモデルとなる普及センターが存在したため、大学自身に明確な方向性を与えることとなっ

た。また、新しい試みであるだけに、プロジェクト実施前半段階には、計画内容が不明確であっ

たことによる活動の停滞がみられたが、中間評価、計画打合せ調査時に開発行政分野の短期専門
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家によって概念整理が行われたことが、後半における急速な実施体制建て直しの促進要因となっ

た。 

 

② 阻害要因 

上述したように、プロジェクト前半期に大きな阻害要因となったのは実施体制の問題であった。

すなわち参加型農村開発のコンセプトを形成したコロンボ大学、龍谷大学の教授が現場から離れ

たため52、実施の現場に計画者の意図が十分に継承されなかった。そのため、大学側、日本人専門

家側の双方で、プロジェクトのコンセプトの確立と共有が中間評価時までなされず、プロジェク

ト内での大学側の役割が不明瞭であった。このことは、大学側の関与の少なさを生み、専門家が

活動のイニシアチブを取らざるを得ない状況を引き起こした53。また、チームリーダーが日本国内

に常駐してプロジェクト実施にかかる決定権を有し指示を行う変則的な実施体制となり、事業の

展開に迅速な対応が出来なかったこと、協働効果発現の重要なアクターであるファシリテーター

が公務員に採用されるなどして退職し、新たな人員の雇用・育成が必要となったことも指摘され

ている。 

財政面の阻害要因もあった。村落での開発事業の経費は、食糧増産援助（2KR）の見返り資金

がスリランカ側のローカルコストとして充当されることとなったが、プロジェクト前半期は大蔵

省からコロンボ大学への同資金の振込みが遅延し、開発事業の実施に支障をきたした。また、小

額の支出でも複雑で時間を要する諸手続等大学の財政規則も挙げられる。 

 

2-5-4 協働モデルの他地域への波及と適用可能性 

(1)  協働モデルの他地域への波及システムと実際の波及状況 

① 協働モデルの他地域への波及システム 

本プロジェクトが意味する「モデルの確立」は、対象地村落における開発事業から得られた経

験を分析・研究した結果が取りまとめられることである。知見はワーキングペーパーにまとめら

れることとされていたが、具体的に、本プロジェクトの成果をどのように将来の開発普及事業に

生かし、継続的に展開して行くかという方策は明らかではない。また、モデルの波及に地域行政

が果たす役割の有無・内容も不明である。 

 

② 協働モデルの実際の波及状況 

研究成果品として８つのワーキングペーパー54がまとめられ、異なる社会経済状況での異なるア

プローチの有効性と参加のあり方の検討がなされている。終了時評価報告書では、他の大学が、

本プロジェクトにならい普及に取り組む姿勢を示すようになったとの記述もあり、モデル波及の

                                                        
52 プロジェクト開始後、龍谷大学教授はチームリーダーとなったが多忙で国内に留まり、国内委員長を兼務した。

また、コロンボ大学側副学長は、龍谷大学で教鞭を執るために現地を離れた。 
53 中間評価、計画打ち合わせ調査団（共に 2000 年 3 月）の来訪によって、課題が整理され、プロジェクト内の意

志統一が図られ、大学側の積極的な関与がみられるようになった。 
54 プロジェクトの成果品としては、他にモノグラフ 4 編、リサーチペーパー1 編、報告書 12 編、セミナー記録集

12 編が作成された。 
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兆しが示唆されている。コロンボ大学では、本プロジェクトの経験を元に、開発大学院（Institute 

of Development Studies）が設立され事業を継続実施中である55。一方で州政府との関係について

は、大学と州政府との連携協力を行なう枠組み作りは特になされていない。 

 

(2)  協働モデルの他地域への波及可能性 

本スリランカ参加型農村開発の自立発展性を複層アプローチの観点から分析した結果は、表

3-5-3 のとおりである。地域行政側には大学の介入を受け入れるにあたっての制度的、予算的障害

はないが、介入の必然性も強く認識されているといえないため、アプローチの自立発展性は大学

の明確な事業実施体制や予算措置にかかっている。一方で、スリランカ政府が、本プロジェクト

が示した大学の地域社会開発における役割に着目し、同国北東部のジャフナ地域での適用に興味

を示している56。 

 

表 3-5-3 協働モデルの適用可能性 

 制度面 予算面 技術面 

地域行政 △大学が地域行政を支援することは、

制度的な障害はない。しかし、農村開

発事業の実施機関である州政府と支

援機関である大学との役割分担や協

力関係等が明確ではなく、積極的な連

携構築のインセンティブに欠ける。 

○州政府側の予算面での負担は特に

問題となっていない。 
○技術的な問題は無い。 

大学 △プロジェクトでは、大学側が開発事

業に全面的には関与出来なかった、現

在進行中の開発大学院設立以後の改

善が必要である。 

△現状の日本側支援が終了した後に、

自ら資金を捻出して、事業の実施、継

続が必要となる。大学の複雑な財務プ

ロセスが迅速な事業実施のネックと

なる面あり。 

○村落調査や参加型開発の技術

的な知識、技術は大学側に不足は

ない。 

地域住民 ○既存の住民組織があり、住民の参加

の機会の提供が維持されることが重

要である。 

△プロジェクトで負担していた研修

経費や視察旅行経費等の捻出が必要

である。 

○適正技術の活用により、住民自

身によって事業の維持管理が可

能となっている。 

○：適用可能、△：現時点では（2003 年 10 月）では効果が見られないが、今後の活動成果によっては適用可能性有り。 

 

(3)  他地域への協働モデル波及に必要な条件 

・ 大学の地域社会開発の支援機関としての役割が更に明確化され、専任の教授や教員の配置、

フィールド活動の正式な業務としての位置づけ、学生のフィールド経験の単位への組み込み

等の制度化が必要である。 
・ 州政府機関との役割を明確にし、協力関係を強固にすることで、開発現場に於ける相互の連

携が円滑になる。 
・ ファシリテーターの継続的支援が不可欠である57。プロジェクトでは、大学卒業者を活用して

いるが、就職による交代が避けられなかった。恒久性を考慮した代替策も検討する必要があ

                                                        
55 本プロジェクトでは事業実施経費として 2KR の見返り資金が充当されたが、プロジェクト終了後も、同資金に

よる支援は継続している。また、龍谷大学との協力関係も継続している。 
56 関係者からの聞き取りインタビューによる。 
57 将来的には住民自らがファシリテーターを介さず外部との交渉を自発的に行うことが期待されているが、それ

までのプロセスにおけるファシリテーターの継続的介入は極めて重要である。 
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る。 
 

2-5-5 教訓と結論 

(1)  教訓  

① 計画に関わる教訓 

本プロジェクトにて試行した複層的アプローチは、当初プロジェクト実施機関（地域社会開発

支援機関）である大学への働きかけと地域住民への働きかけを中心としてデザインされ、スリラ

ンカ農村開発実施主体であった地域行政は、あくまでプロジェクトへの協力者及び地域住民がリ

ンクすべき対象としての位置づけであった。セミナーや協議を実施した結果地域行政からは比較

的満足できる協力が得られたものの、本アプローチにおける地域行政と大学の役割分担が不明確

であるという課題が残されており、両者の連携は枠組みにまで発展していない。 

原因として、本プロジェクトの計画段階において、大学としての普及活動の展開とアプローチ

の確立以後に、地域社会開発への具体的な活用が考慮されていなかったことが掲げられる。その

ため、新たな活動主体を農村開発プロセスに取り込むことを計画する場合は、構築されたアプロ

ーチの活用を考慮した上で、従来のメインアクターとの関係を十分把握し、役割分担を規定しつ

つ、アプローチの構築を図ることが、自立発展性、波及性の観点から重要である。 

 

② 実施に関わる教訓 

プロジェクト活動の前半において、プロジェクトの主体であるコロンボ大学の積極的な参画が

行なわれず、現場で州政府と共に活動する専門家との溝が大きく開き、前半の活動に支障を来た

した。その要因としては、プロジェクト内部のコンセプト共有の欠如及びリーダーの現場での不

在が掲げられる。多数の関係者が関わる複層的アプローチを新たに導入する段階においては、プ

ロジェクトが求心力を保つことが特に重要であり、コンセプトを理解し、判断をくだせる立場の

人間は、現地に常駐している必要があった。その上で、関係者間の調整を行なうことが重要であ

った。 

 

③ 波及性に関わる教訓 

モデルの波及の観点からは、大学の新たな役割として、農村開発における普及活動の機能が確

立されつつあるが、その成果の他地域への波及は具体化していない。原因として、計画時点にお

ける成果の活用が曖昧であり、普及活動から得られた成果の他地域への波及が具体的に検討され

なかったことが掲げられる。モデルの波及の観点からは、コロンボ大学が、州政府及び中央政府、

又は、他の大学に対して、普及活動の成果の活用を働きかけて行く必要が有り、そのための計画

と活動が考慮されるべきであった。 

 

(2)  結論 

本プロジェクトは、大学の地域社会開発支援組織としての開発プロセスへの参入と、その知的

資源の活用という観点からは、従来にない農村開発のアプローチを提示したものといえる。複層
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的アプローチの観点からは、外部のファシリテーターを通した地域住民への介入及び住民と大学、

住民と地域行政とのリンクに関する成果は十分なものがあったにも関わらず、本来の開発事業実

施機関である州政府と支援組織である大学との役割分担が明確にされず、双方の連携の部分につ

いてはモデルとしての確立度合いも相対的に弱い。よって、地域住民とプロジェクト／大学間で

実現した協働効果をどのように維持し、恒久的な農村開発メカニズムの一つとして組み込んでい

くかが課題となっており、改善が望まれる。また、確立されたモデルの波及についても、具体的

には考慮されておらず、複層的アプローチによる協働効果が限定されている。モデルの波及性を

確保するために、政府関係機関や他大学との連携協力が必要である。 
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2-6  インドネシア・南東スラウェシ州農業農村総合開発計画及び同案件アフターケア  

2-6-1  本件の複層的アプローチ 

本プロジェクトは、地域開発の遅れていた南東スラウェシ州において、開発条件の厳しい８村

をモデルとして、従来のトップダウン的な農業農村総合開発事業を改め、開発事業における計画、

実施、管理、営農・栽培の各段階で、地域行政（農業省南東スラウェシ州事務所58）が、地域住

民である農民の参加を各段階で得ながら農業開発事業を実施するために、地域行政と地域住民へ

の複層的アプローチを採用した。 
開発事業計画時における農民の意見の反映、農村基盤整備における農民の工事への参加、農民

組織の自立発展のためのストックファンドの導入59、農村内に設置した圃場における栽培展示等

により、農民の意識は高揚し、農民の開発事業への積極的な参加を得て、大幅な水田面積の拡大

や農産物収量の増加が達成された。インドネシア経済危機によって、行政側の資金不足によって、

地域行政と農民との連携が一時的に消失したが、その後に開始されたプロジェクトのアフターケ

ア協力によって、両者の関係の修復が行われた。また、プロジェクトの活動内では、プロジェク

トで確立されたモデルの他地域への波及は行ってはいないが、イ国農業省自身によって、同モデ

ルの南東スラウェシ州の他地域で、展開されるなどの波及が確認された。 
 

図 3-6-1 南東スラウェシ農村総合開発における複層的アプローチ概念図 

 
 
 
 
 

 

                                                        
58 プロジェクト実施当時。 
59
 ストックファンドとは、プロジェクトが実施する農村基盤整備事業に農民が労働力を提供し、その際に農民が

得た労賃の一部を農村開発事業の資金として貯蓄するもの。同ファンドは、労賃の 25~35％を貯蓄され、農民グル

ープの自主管理によって資機材整備等に活動に活用される。 

 
能力向上 

・開発計画への意見提示 
・基盤整備工事への参加 
・施設維持管理、営農技術修得 
・ストックファンドによる 
組織運営 

・自助努力による水田開発等

モデル事業について

開発計画策定から実

施までの指導 
・開発計画策定の意見徴集 
・農村基盤整備工事の実施 
・農民組織化支援 
・圃場における営農実践と 

普及活動 

州農業事務所 

2-1-1農民グループ連

水利組合 
エンパワ

メント 

組織化支援 
営農技術指導 

モデル農村開発 

精米機グ

ループ 
若者グル

ープ 

婦 人 グ

ループ 

協働効果 
JICA 
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2-6-2  南東スラウェシ農村総合開発 個別案件分析概要表 

インドネシア・南東スラウェシ州農業農村総合開発計画 （1991 年 3 月~1998 年 3 月、延長及びフォローアップ

各１年含む）、及び同案件アフターケア （2000 年 10 月~2002 年 3 月） 

プロジェク

トを取り巻

く環境 

インドネシア政府は、第 5 次国家開発 5 ヵ年計画において、農業開発の目的

として、均衡のとれた農村地域の発展を掲げており、その中で南東スラウェ

シ州は他地域に比べて開発が遅れ、農村地域の貧困の解消が重要な課題とさ

れていた。 

イ国農業省は、南東スラウェシ州の開発を促進するために、農村開発に関す

る基礎調査を実施し、日本に農村総合開発への技術協力を要請してきた。こ

の要請に応え、地域農民の収入の向上と生活の改善のため、低開発地におけ

る適性技術を活用し、対象農家の生産性向上と生産の多角化を図るプロジェ

クトを実施した。 

複層的アプロ

ーチ導入の経

緯 

地域住民と

地域行政の

関係 

従来、政府が実施する総合農村開発は、トップダウン的な方法で実施され、

開発計画や事業の実施段階で、農民が自発的に参加することはなかった。 

地域行政と

地域住民の

連携構築 

地域行政（プロジェクト開始時は農業省南東スラウェシ州事務所（KANWIL）、

地方分権化以降は州及び県農業事務所が主管）が行う農村総合開発におい

て、モデル農村を対象として、開発計画の策定、農業農村基盤の整備及び施

設の管理、栽培及び営農技術の展示の各段階において、農民の自発的な参加

を得ながら開発の展開を図った。 

農民側は、自らの村の開発について、意見の調整を行って、行政の計画作り

に協力し、また、灌漑水路や農道の工事には労働力を提供する形で参加した。

水利組合を結成して水管理を行うとともに、中核農家が中心となって、展示

圃場で展開される営農栽培技術の普及を他農村に行った。 

アフターケアにおいては、プロジェクト終了後に途絶えていた行政と農民側

の関係を修復、強化するために、行政側が農村でワークショップを実施して、

農民側のニーズの把握に努め、両者の意志の疎通を図った。 

地域社会関

係者への働

きかけ 

農村総合開発として、カウンターパートの農業省以外にも、州行政、県行政

において、国家開発庁（BAPPENAS）の地方出先機関と連携して、地域行政内

部で調整を図りつつ、プロジェクトを実施した。 

実施機関選

定の経緯 

本プロジェクトの CP は、中央では農業省官房計画局、州では農業省南東ス

ラウェシ州事務所（KANWIL）となっていたが、プロジェクトの実質的な CP

は、KANWIL であった。地方分権化以降は KANWIL に代わり、州及び県農業事

務所がカウンターパートとなった。 

複層的アプロ

ーチのメカニ

ズム 

対象地域選

定の経緯 

南東スラウェシ州クンダリ県では、背後の集水面積が小さく、乾季に限定的

にしか用水が確保できない地域であり、農業に係る条件が厳しい地域が大半

であった。これらの地域から、周辺地域へのモデルとして適当であると判断

された８つの対象村が選定された60。 

計画時に於

ける波及性

の考慮 

本プロジェクトは、対象地域におけるモデルの確立をプロジェクト目標とし

ていたが、他地域への具体的な波及については、計画時点では明確にされて

はいなかった。 

 

計

画

段

階

の

ね

ら

い 

計画時におけ

る波及性への

考慮と貧困削

減への考え方 貧困削減に

対する位置

付け 

南東スラウェシ州は他地域に比べて開発が遅れている地域であり、また、プ

ロジェクトの対象村は、低開発であり農業に不可欠である集水条件の悪い地

域として選定された。そのため、モデルの開発によって、同州の貧困の削減

に貢献することが期待されていた。 

                                                        
60 南東スラウェシ州は 1964 年に設立された新しい州であり、他地域に比べ開発が遅れていた。地域の 33%は遊休地又は不毛地

で、人口の 90%が農村に居住するが他地域からの移住者が多く、農業の歴史も浅く、灌漑施設も脆弱であった。 
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活動における

創意工夫と成

果 

（地域住民、

地域行政、双

方の連携構築

の各レベルを

中心とする） 

プロジェクトの活動項目は、①農業農村開発計画の策定、②農業農村基盤整

備、③栽培及び営農技術の実践展示、④農民組織の強化、⑤研修訓練となっ

ていた。概要は以下のとおり、また、各レベルへの創意工夫と結果は、別表

7-３を参照。 

①農業農村開発計画の策定；地方政府と農民が話し合いを重ね、土地利用計

画、営農改善計画、農業農村整備計画を策定した。 

②農業農村基盤整備；農村の基盤整備のため、各種の施設建設工事を行った。

プロジェクトでは、農地造成、排水路、道路を直接建設した。また、農民は、

自助努力によって、水田造成、小規模農道、小水路、共同井戸の整備をした。

そして、取水堰、橋、幹線水路の工事は、現地の請負業者に委託した。 

③栽培及び営農技術の実践展示；モデル農村に展示圃を造営し、水稲や畑作

作物の栽培試験を実施し、実証と共に農民への能力向上支援を行った。また、

農機具操作の演習等を行った。 

④農民組織の強化；水管理、農機具・精米機共同利用を農民自身で行えるよ

う農民グループを結成した。また、青年グループ（養鶏、野菜栽培、先進地

視察等）、婦人グループ（家庭菜園、苗木育成等）を結成、活動支援を行っ

た。 

⑤研修訓練；上記の活動を実施するために、政府職員、中核農民への研修や

セミナーを実施した。 

 

促進要因 イ国農業省は、農業政策において、「持続性」、「貧困緩和」、「地域格差の解

消」を重要な課題としており、本プロジェクトの成果について大きな関心を

有していた。 

プロジェクト活動における農民の参加において、伝統的な相互扶助システム

であり「ゴトンロヨン」が活用され、参加が促進された。 

 

 

実

施

段

階

の

取

組

み

と

成

果 

促進及び阻害

要因 

阻害要因 プロジェクト終了後、インドネシア経済危機により、政府の予算が逼迫し、

地域行政が十分なプロジェクトのフォローが出来なくなった結果、地域行政

と農民とのコンタクトが途切れ、協働関係が失われた。（アフターケア-にお

いて、再度、調整された。） 

 

波及システ

ム 

具体的な波及システムは形成されなかった。しかし、プロジェクトの CP で

あった農業省南東スラウェシ州事務所（KANWIL）では、プロジェクト終了後

に、計画策定作業チームを編成し、その成果を独自展開することとなった。

 

協

働

モ

デ

ル

の

適

用

可

能

性 

波及システム

と実際の波及

状況 
実際の波及

状況 

1998 年 4 月より、イ国農業省によってプロジェクトのモデルを継承した形

で、「モデル JICA プロジェクト」が南東スラウェシ州２県２郡８村を対象と

して実施された。また、世界銀行融資によって、南東スラウェシ州、中央ス

ラウェシ州、東ヌサテンガラ州、西ヌサテンガラ州の 4 州で、1996～2002

年まで貧困層の食糧増産を目的とした同様の事業が実施された。 

そして、プロジェクト対象地であった、クンダリ県政府が、2001 年より独自

に予算を確保して、モデルで導入されたストックファンド及び農民組織によ

るファンドの自主的な管理・運営システムを活用する農民支援プロジェクト

を開始した61。さらに、本プロジェクトが提示した参加型開発やストックフ

ァンド形成による農民組織への資金融資方法が、農業省や国連食糧機構

（FAO）が推進する農村開発において取り入れられた62。 

                                                        
61 農民組織に対して、7500 万ルピアまで貸出を行い、ストックファンドを形成した後に県に返済するシステムを採用した。農

民組織は、県から借り入れた資金を農民がハンドトラクター等の機材、肥料、種子、農薬等の購入するために貸出し、その利子

（又は収穫物の何割か）によって３~4 年間でストックファンドを形成するもの。２００１年実績で、合計１億ルピアを、２２

の農民組織に貸し出した。 

62 関係者からの聞き取り情報による。 
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協働モデルの

自 立 発 展 性

（及び他地域

への適用可能

性） 

（制度面、予

算面、技術面

での適用可

能性） 

地域行政において、制度面で支障はない。また、予算面では、開発予算の維

持が必要である。技術面においては、農地基盤整備に使用されるブルドーザ

ー等の重機を維持活用するためのメンテナンスが不可欠である。 
地域農民においては、伝統的相互扶助システムの活用は有効に活用されるも
のの、農民の組織化や、組合運営については、制度面における継続的な支援
が必要である。また、水田造成や水路建設、営農に関する技術的支援は不可
欠である。また、予算面において、ストックファンド形成のために、農村の
基盤整備事業の実施が必要である。 

 

他地域への協

働モデル波及

に必要な条件 

 本プロジェクトで示されたモデルは、農村開発における公共事業の実施とい

う投入型アプローチであり、計画、施行、管理、営農、栽培の各過程におい

て、農民の参加と、自立発展のための農民組織の確立を図った。農村総合開

発の基盤整備に必要な重機や機材（トラクターや精米機）等の初期投資は不

可欠である63。 

また、地域行政と地域住民の連携強化のために、ワークショップの活用によ

る行政側の農民のニーズ把握や意見の調整が必要である。 

 

 

2-6-3 南東スラウェシ農村開発における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫点 成果 

イ国において、地域

行政サービスに農

民が参加して、総合

的農村総合開発を

行った経験がなか

った。 

地域行政が、農民を参加させながら行う

農村開発のハード面（生産及び生活基盤

整備）、ソフト面（営農、施設の維持管

理、農民組織の育成）において、専門家

が CP に対して、現場主義で一貫した指

導を行った。 

農村開発の計画、設計、施行、管理、営農・

栽培の各段階で、CP は農民のニーズの把握

や工事への参加を確保しつつ、必要な技術

を習得することが出来た。 

行政側が農民側と

接触する機会を持

つための接点が欠

如していた。 

農業普及員事務所に隣接した場所に、農

民が集る農民集会所を建設した。また、

農業普及員事務所が無かった村には、農

民集会所を併設した事務所の建設を行

なった。 

農業普及員が、農民への指導を効率的に行

なうことが可能となり、指導回数が増加し

た。 

地域行政に農民参

加型の農村開発手

法のノウハウが不

足していた。 

活動における計画から、営農栽培までの

各段階において、CP 自身でモデル事業

が実施、運営を行うための技術マニュア

ルを整備した。 

専門家の指導によって、CP が活動の段階別

に、技術マニュアルを完成させた。 

地域において、農村

が外部地域とのア

クセスが不足して

いた。 

地域開発の観点から、道路計画では，農

産物集荷時の利便性向上と同時に農民

が使用する施設も道路沿いに配置する

よう工夫した。 

農村と外部地域のアクセス改善により、移

動市場の回数が増加した。また、農産物及

び建設資材の物流が盛んになった。 

地 

域 

行 

政 

地域行政側に、農村

開発を行うための

農民に関する情報

が不足していた。 

モデル対象村の農民組織や民族構造を

把握するために、CP と共同で調査を実

施した。 

対象である 8,000 人の農民の状況を CPが理

解すると共に、その結果は農民グループ結

成に向けて活用された。 

地 

域 

住 

民 
 

農民側は、組織的な

活動を行っておら

ず、効果的な農村開

発が出来なかった。 

プロジェクトを実施する際に、農村側の

受け皿として、目的別に農民グループの

結成に向けた働きかけを行い、組織化の

ための能力向上支援を行った。 

各村に、目的別に、農業機械の管理運営を

行なう機械協同組合、灌漑施設の維持管理

を行なう水利組合等の農民グループが形成

された（計 67 グループ、水利組合は 7グル

ープ）また、村内の農民グループの取り纏

めを行う７つの農民グループ連合設立され

た。 

アフターケア時点では、一部の農民グルー

プが村落協同組合（KUD）に発展し、政府小

規模貸し付けの代行から、雑貨販売まで行

うようになった。 

                                                        
63 ５年間のプロジェクトでは、現地調達を中心としつつも、資機材供与に 2.5 億円、基盤整備に 1.6 億円が投じられている。 
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農民や農民組織は

供与された資機材

を資金不足で維持

することが難しか

った。 

農民が基盤整備事業で得た労賃の

25~35％を貯蓄し、農民グループの自主

管理によって運営するストックファン

ド方式を導入した。 

各村でストックファンドが設立され、ハン

ドトラクターや精米機等の運転や整備、修

理経費に支出された。また、農民への同機

材貸出し料金がストックファンドとして還

元される仕組みとなり、組織の自立発展性

が確保された。 

従来の農村開発に

おける高水準の整

備では、農民自身に

よるメンテナンス

は難しかった。 

農民による機材の維持、メンテナンスを

可能にするために、現地調達を徹底し

て、ハンドトラクターや精米機等を導入

した。 

現地調達で導入された資機材は、部品の購

入や整備が容易に行えるため、プロジェク

ト終了後も、農民自身によって多くが維持

され、活用されていた。 

農業開発が技術的

な側面に特化し、農

村全般の改善の視

点が欠けていた。 

将来的な観点から、農村を活性化し、農

民組織の目を育てるために、若者や婦人

に働きかけ、外部の先進地域への視察旅

行や農業祭の開催を行った。 

14 の若者グループ、23 の婦人グループが形

成され、養鶏事業の実施、家庭菜園の展開

等の活動が活発に行われた。 

村落内に飲料水の

取水設備がなく、取

水作業を行う女性

の負担となってい

た。 

取水作業を行う女性の労働条件改善の

ため、共同井戸を各村に建設した。 

各村に共同井戸が設置され、女性の労働が

軽減された。その結果、女性が余剰労働力

を利用して家庭菜園、養鶏を行うようにな

った。 

従来の農村開発で

は、地域行政が農民

の意見を取り入れ

て計画を立てるこ

とはなかった。 

農村開発計画策定に際し、地域行政が農

民（村長、中核農民、農民グループ代表）

に対して、説明会を開催した。 

説明会における農民側からの意見を重視

し、精米所、肥育場、乾燥施設、貯蔵施設

や協同井戸などが、農民側との合意の上で

建設された。 

農業基盤整備事業

において、農民側が

建設に参加するこ

とはなかった。 

農業基盤整備の工事実施64に際して、農

民グループを活用して用水路を建設し

た。また、重機の運転には、農民を訓練

してオペレーターとした。 

農民側が工事に参加して適性技術を習得す

るともに、支払われる賃金の一部をストッ

クファンドとすることで、オーナーシップ

意識を高めた。 

農家が活用可能な

栽培技術が確立さ

れていなかった。 

栽培展示圃場を、モデル農村内に設置

し、地域に適した営農方法について、政

府農業普及員、農民への直接指導を行っ

た。 

現地における実証栽培によって、稲作後の

乾期の二次栽培が可能であることが実証さ

れた。その結果、農民による水田耕地面積

が拡大し65、米の収量が向上した。また、ト

ウモロコシや大豆、落花生等の導入等、多

角化が進んだ66。 

双 

方 

の 

連 

携 

構 

築 

経済危機によって、

地域行政と農民側

の信頼関係が失わ

れていた。 

地域行政と農民の意見調整を円滑に行

うために、両者の参加によるワークショ

ップ方式を導入した。 

アフターケアにおいて、一年半の間に 40 回

のワークショップが対象村において実施さ

れた。また、農民側は定期的に農村の問題

を話し合うようになった。 

 
 

                                                        
64 基盤整備工事は、プロジェクトが直営し重機を使用するもの（直営工事①）、農民グループを活用して用水路を建設するもの

（直営工事②）、専門性が必要であるため外部業者に委託する請負工事に分類される。 
65
 地域の水田面積は、プロジェクト開始の 271ha から、１,221ha に拡大した。そのうち、農民の自力拡大による水田は 890ha

に達した。 
66 水稲栽培は、収量が 2.0t/ha から 3.5t/ha に増加した。畑作でも圃場における収量増の効果により、畑の新規造成が進展した。

これらにより、先住民の村では焼き畑移動農耕から定着農耕への移行が行なわれた。また、伝統食に頼っていた食料の米食の導

入に依る栄養面の改善が確認された。 
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2-7  ラオス・ビエンチャン県農業農村開発計画（フェーズ２） 

2-7-1 本件の複層的アプローチ 

ラオス・ビエンチャン県農業農村開発計画（フェーズ２）は、２年間の準備フェーズ（フェー

ズ１）の調査結果を基に、1997 年 11 月から 2002 年 10 月までの５年間実施され、「住民参加によ

る持続可能な農業農村開発の手法と技術を協力対象５村で確立されること」を目的とした。草の

根無償資金協力で建設された「農業農村開発センター」にプロジェクト事務所を設置したため、

当センターの研修設備を活用した事業実施が可能であった。 

本件は、ラ国の政策である「住民参加型による低コストで持続可能な総合農村開発」を推進す

るための人材不足を補い、組織的機能強化を図るため、ラオスにおける初めての総合農村開発プ

ロジェクトとして、以下のようなアプローチが導入された。 

（1）地域開発の全プロセス（計画から評価まで）に地域住民が主体的に参加する地域開発モデル

構築を目指した。そのため、地方政府（県と郡）の、地域開発ニーズ及び住民の開発実施能

力の把握、事業運営能力及び指導力向上に資するモデル構築のため、ビエンチャン県及び県

内郡の組織強化並びに人材育成を図った。 
（2）住民レベルの事業の受け皿として、対象村に村落開発委員会（VDC）を設置した。住民の

営農に関する事業計画及び実施能力向上を図るため、関係機関との連携により、様々な技術

研修を導入した。そして、プロジェクト終了までに、対象地域における小規模灌漑システム

導入による米の自給支援、換金作物導入による農家所得の向上、村落インフラ整備及び衛生

環境改善を目指した。 
図 3-7-1 ビエンチャン県農業農村開発計画の複層的アプローチ概念図 
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（注）ラ国における農業農村開発センターの位置付けや役割分担は終了時評価時点では未定であった。 

     ：プロジェクトにより設置又は配置された組織や人。     ：プロジェクトにより生じた流れ
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2-7-2  個別案件分析概要表 

ビエンチャン県農業農村開発計画（フェーズ２）（1997 年 11 月-2002 年 10 月） 

プロジェク

トを取り巻

く環境 

ラ国は、新経済メカニズム（NEM）による農業の市場経済化推進と

農家の生活水準向上を政策の柱としており、住民参加による低コ

ストで持続可能な農村基盤整備を含む総合農村開発の推進を政策

に掲げていた。そのための人材と農業セクターの組織的役割が不

十分であることが課題であった。 

複層的アプロー

チ導入の経緯 

地域住民と

地域行政の

関係 

上述の課題に取り組むため、政府組織の機能強化及び政府職員の

能力向上を図ると伴に、住民が村落開発を主導していくための体

制作りが必要となった。 

地域行政と

地域住民の

連携構築 

住民のニーズに沿った住民参加型総合的農業農村開発を農村で実

践する。そのために、政府の農民に対する能力向上支援体制の向

上及び住民参加型事業の実施体制構築を図り、併せて住民の能力

向上を図る。すべての事業実施サイクル（計画、実施、評価）に

地方政府及び住民が参加し、関係者間のコミュニケーションを活

性化させる。これにより、住民が農業技術普及制度や農業振興金

融制度へのアクセス及び活用が可能となることを期待した。 

地域社会関

係者への働

きかけ 

給水施設の整備に関し、VDC 間の連携が図られた。また、様々な

分野の技術指導を県・郡の関連部局（県・郡農業事務所、県・郡

保健部、郡教育部、郡女性同盟等）との連携により実施した。 

実施機関選

定の経緯 

ラオス政府の地方分権化政策の下、県を拠点として実施するプロ

ジェクトの場合、どのようなプロジェクトであっても全権を県に

委譲する方針としており、中央省庁は技術的指導及び支援を行う

方針としていたため、ビエンチャン県農林部を実施機関とした。

また、国と県は直結しており、両者の連絡調整は問題ないとのこ

とから、農林省内の事務所の設置がラ国から認められなかった。

複層的アプロー

チのメカニズム 

対象地域選

定の経緯 

米の自給率、米の生産性、村人の志気や結束力等の選定基準と地

理的分布を考慮し、事前調査で候補として挙げられた 11 村の中か

ら選定された。 

計画時に於

ける波及性

の考慮 

技術面においては、計画、設計、施工、維持管理の適正技術がラ

オス側（国、県、郡）に移転されれば、プロジェクト成果の波及

性は維持されると想定していた。財政面においては、初期投資費

用が確保され、適正整備水準を抵コスト化することにより、モデ

ルを他地域に波及することが可能となると想定していた。選定さ

れた作物ごとのモデル農家の展示圃を活用した一般農家への技術

普及を、県及び郡が連携を図り行うことを想定していた。 

計

画

段

階

の

ね

ら

い 

計画時における

波及性への考慮

と貧困削減への

考え方 

貧困削減に

対する位置

付け 

本件は貧困削減を目的としたプロジェクトではないため、貧困層

を対象とは明示してはいないが、対象５村の村民のほとんどは貧

困層である。 

活動における創

意工夫と成果 

（地域住民、

地域行政、双

方の連携構

築） 

主な創意工夫は、①第三国研修の導入、②マニュアル及びガイド

ラインの整備、③開発福祉支援の活用、④村落開発基金設立、⑤

村落開発委員会を通じた活動、⑦活動別住民組織の営農技術指導、

⑧住民参加型農業基盤整備に関する活動等である。成果としては、

営農分野の技術研修の導入により、米の生産量増大、農家収入の

向上に繋がったが、村落開発委員会の組織力強化や村落基金の運

営能力強化が不十分であった。また、郡職員とのネットワーク構

築には至らなかった。 

促進要因 特段なし。 

実

施

段

階

の

取

組

と

成

果 

促進及び阻害要

因 阻害要因 特段なし。 

協

働

モ

デ

ル

波及システムと

実際の波及状況 

波及システ

ム 

モデル農家の展示圃を活用した周辺農家への技術普及、さらに、

対象５村落以外の近隣村落代表への技術普及を、研修や VDC 会議

を通じて行った。終了時評価以降、合同運営委員会を再編し、開

発されたモデルを県内に普及させるためのプロジェクト調整委員

会を設立したが、その成果については文献からは確認できない。



 214

実際の波及

状況 

モデル農家を活用した farmer to farmer の技術移転により、米・

茸・野菜栽培等の新技術を、他の村民や周辺村の農民が取り入れ、

面的な波及効果が確認された。また、村落住民の自主的な交流に

より、他村落から技術移転の要望を受け、C/P が中心となり、そ

の村落に対して支援を実施した。C/P 機関において 6 村落目以降

の対象村落の選定に向けた作業が開始された。 
協働モデルの自

立発展性（及び他

地域への適用可

能性） 

（制度面、予

算面、技術面

での適用可

能性） 

終了時評価時点では、制度面及び予算面でのモデルの自立発展性

は確保されていなかった。住民レベルでの技術面の自立発展性は

高く、モデル農家に導入した技術が村落内または近隣の村落に波

及している。 

の

適

用

可

能

性 

他地域への協働

モデル波及に必

要な条件 

 ①草の根無償で建設された農業農村開発センターをベースとした

事業実施であるため、農業農村開発センターの公的位置付けの確

保が必要であり、プロジェクト活動が県の主要業務として県に組

み込まれることが必要であった。②普及活動を県内で展開してい

くための戦略や役割分担の明確化、そして、組織的体制（職員と

予算）の確保が求められていた。③職員の専門性が十分とはいえ

ない分野（給水、衛生、水産養殖、村落開発資金管理等）の政府

関係機関との連携が必須であった。 

 

2-7-3 ビエンチャン県農業農村開発計画（フェーズ２）における複層的アプローチの観点か

らの創意工夫と成果 
 
 背景又は目的 創意工夫点 成果 

政府関係職員の能力

向上を図る必要があ

った67。 

近隣国での技術研修の導入：本邦

（日本）研修の他、隣国タイ、ベト

ナムへの視察研修旅行を取り入れ

た。 

本邦研修（農業普及・協同組合）や視察旅

行（農民組織強化）で見聞を広め理解を深

めたことにより、村での活動、研修実施の

ための知識向上、研修企画力向上に繋が

り、C/P のみによる研修の実施が可能とな

り、政府機関との連携強化にも有益であっ

た68。 

プロジェクト終了後

に C/P が独自でモデ

ルを実施することを

可能とするため。 

マニュアル及びガイドラインの整

備：農業農村開発に係る技術・手法

マニュアルやガイドラインをC/Pが

中心となり整備した。 

受け入れ可能な水準の各種マニュアルが

完成した。 

地

域

行

政 

郡職員はプロジェク

ト終了後、村と農業農

村開発センターを結

ぶ重要な役目を担う

ため、円滑且つ効率的

な成果波及のため、郡

職員の能力向上が必

要であった。 

住民レベルに近い郡行政官の連携

及び能力強化：プロジェクト中期よ

り、郡農林事務所の C/P の関与強化

を図った69。 

プロジェクトへの役割分担が明確ではな

かったため、郡 C/P の関与が十分得られな

かった。 

地

域

住

民 

農村生活環境の改善

を図った70。 

開発福祉支援の活用：開発福祉支援

を活用し、VDC が主体となり、共

同井戸とトイレを設置した。 

125 の家庭用トイレと 3 つの学校用トイレ

が設置され、住民組織により維持管理し

た。共同井戸が設置された村では、子供や

女性の水汲み労働が軽減され、子供の教育

向上、女性の他業務従事、新たな営農技術

の習得に繋がった。このような取り組みを

通じて、一村では、住民による学校建設が

行われる等、住民の自助努力による取組み

が開始された。 

                                                        
67  第三国研修の導入の経緯については、現存する報告書の情報からは不明である。 
68 政府機関との連携が構築された経緯については、現存する報告書の情報からは不明である。 
69 郡 C/P に対する具体的活動内容については、現存する報告書の情報からは不明である。 
70 共同井戸及びトイレを導入に関する更なる背景については、現存する報告書の情報からは不明である。 
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継続可能な村落開発

の実践には、村独自に

開発のための資金が

必要であった。 

村落開発基金設立：プロジェクトか

ら供与した資機材を住民に貸与す

ることにより得た賃貸料を VDC 下

のグループで管理していたため、そ

の資金を村落開発基金として一括

管理し、水路の改修、精米所建設費、

個人の融資などへ活用することと

した。 

終了時評価時点では、営農資金として、同

基金が活用され始めたが、同基金の運営経

験が浅く、住民側には不安が残っていた。

県内の農村にあった

既存村落組織は政府

主導の意思決定を行

うための行政組織で

あったため、この既存

組織を活用し、村民の

発意に基づいた活動

実施は困難と思われ

た。 

村落開発委員会を通じた活動：各対

象村落に、新たに村落開発委員会

(VDC)を結成し、年間活動計画の策

定、定期的会合やそれに基づいた活

動を実施し、C/P はその活動実施を

支援した。 C/P は VDC の設立から

評価に至るまでのマニュアルを作

成した。 

村のリーダーは自立的村落開発の重要性

を理解し、村独自の活動が提案・実施され

るようになり、VDC としての自立発展性

はある。一方、組織化の利点を多くの村落

開発委員会メンバーが自覚するには、更な

る育成、組織強化が必要であった。村落レ

ベルの活動継続には、住民のモチベーショ

ンやインセンティブの欠如を補う工夫（先

進地視察研修や相互の情報交換を通じた

動機付け等）や意見の衝突や疑心暗鬼を避

ける工夫（会計経理情報や活動の情報開

示）を取り入れることも重要であった。 

農民の水稲、畑作物、

畜産等、地域に適した

営農技術能力改善を

図った。 

活動別住民組織に対する営農技術

指導：VDC の下部組織として、住

民の意向を踏まえた活動を実施す

るための各取り組み（作物別など）

ごとの住民組織を設立し、県・郡の

関連部局職員が技術指導した。県・

郡保健部との連携による衛生研修、

郡女性同盟との連携によるジェン

ダーセミナー、郡教育部との連携に

よる識字教室（少数民族及び女性対

象）、県・郡農業事務所との連携に

よる農業研修等を実施した。（米の

生産技術研修：60 回、商品作物の生

産技術研修：26 回、畜産技術研修：

21 回、果樹栽培技術研修：18 回等）

農業分野に関しては、県及び郡の予算不足

により、普及員が農家を頻繁に訪れて指導

することはできず、双方の技術伝達システ

ムもないに等しく、住民と地域行政官との

協働が発現されなかった。しかし、研修効

果からか、米の生産量が飛躍的に増加した

と伴に、農家所得の向上に繋がった。養魚

活動については、飲み水の水質悪化問題か

らうまく行かなかった例もあるが、経験や

見聞から学び、成功した事例もある。研修

で習得した知識の普及を専門家が促した

結果、村によっては、参加者独自で小規模

な研修会を開催できるようになった。村落

開発委員会リーダー研修や先進地視察研

修はリーダーとしての自信をつけさせ、円

滑な村落活動の推進に役立った。しかし、

終了時評価時点ではC/Pによる研修活動経

費がラ国により確保されなければ、研修継

続は困難と考察された。 

双

方

の

連

携 

構 

築 

農業基盤整備のため

の適正技術を確立す

ることが必要であっ

た。 

住民参加型農業基盤整備：農業生産

基盤として、住民参加型灌漑施設が

整備され、C/P も住民参加型の請負

工事に参画した。 

①初期投資支援した農業インフラ（灌漑施

設）は、公共財としての認識が強く、管理

に対する住民の責任感が薄い。責任への自

覚やオーナーシップ欠如を補う工夫（組織

の機能と役割を明確に規定・周知し、明文

化した規約をマニュアルにする等）が必要

であった。②施設整備を題材に C/P と住民

との話合いを通じ、計画から施工まで実施

したが、住民の協力を得ることにより予算

内で効率的な事業実施に結びつくことが

C/P は理解できるようになった。 
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2-8  ネパール・村落振興・森林保全計画 

2-8-1 本件の複層的アプローチ 

ネパール・村落振興・森林保全計画は、1994 年 7 月から 1999 年 7 月までの 5 年間を第 1 フェ

ーズとし、1999 年 7 月から 2004 年７月までの 5 年間を第 2 フェーズとして、ネパールの山間地

域に適応可能な住民参加型村落資源管理モデルの開発を目的に、実施された。 
本件に先立って実施された「ネパール林業普及計画（1991-1994）の経験では、森林保全関連

プロジェクトでは、集落ごとに異なるニーズの正確な把握が不可決なこと、事業計画と実施は住

民主体で進めなければ成功しないこと、貧困層が抱える問題、特に女性の地位向上、就労機会の

改善、児童労働の軽減等が村落資源の保全と密接な関係にあること等が確認された。よって、住

民が村落資源管理を適切に計画、実施、モニタリングを行うため、本件では、行政関係者だけで

なく住民に対しても働きかけることとした。 
第 1 フェーズでは、「プロジェクト方式技術協力」と「青年海外協力隊チーム派遣」とを組合せ、

双方の長所を生かしながら事業を実施し、さらに、現場レベルでの稼動力を補うため、現地 NGO
を活用した。しかし、マオイストによるプロジェクト事務所襲撃により、JOCV 隊員の派遣中止、

NGO との契約取消に至ったため、第 2 フェーズにおいては、以下の図に示したように、プロジェ

クト終了後の活動の持続性を考慮し、対象地域の集落ごとに集落保全委員会を組織し事業実施主

体とし、住民代表によるモチベータを新たに雇用し事業を実施した。 
 

図 3-8-1 ネパール森林保全（フェーズ２）複層的アプローチ概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JICA 

（カスキ郡とパルバ
ット郡）郡土壌保全事
務所 
 
（各村 1 名 x10 村担当）

専門家 

中堅技術者

モチベーター

集落保全

委員会 

住民

組織 
住民

組織 
住民

組織

住民

組織

DDC: 郡 開
発委員会 

VDC:村落開
発委員会 

監督 

雇用

各村２名の住民モチベ

ーターが各集落をファ

シリテートする。 

OJT 

モニタ

リング 

技術

指導 

連携

サブプロジェク

トの実施 

森林土壌保全

省土壌保全局

集落保全

委員会

（注１）第 1 フェーズでは、JOCV、NGO スタッフ、郡中堅技術者の３者がモチベータの役割を果たした。また、

住民レベルに対しては、集落保全員会を経由せず、住民組織に直接働きかけた。 
（注２）ラ国における農業農村開発センターの位置付けや役割分担は終了時評価時点では未定であった。 

：プロジェクトにより設置又は配置された組織や人。   ：プロジェクトにより生じた流れ 

能力強化、

組織強化 

能力強化、機能強化、

エンパワーメント 

集落住民の代表組織、

10 村で計 88 集落
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2-8-2  個別案件分析概要表 

ネパール・村落振興・森林保全計画 
（第 1 フェーズ：94 年 7 月-99 年 7 月、第 2 フェーズ：99 年 7 月-04 年７月） 

プロジェク

トを取り巻

く環境 

ネパールの森林は伝統的に地域住民により共有資源として利用されてきた。し

かし、1957 年から森林国有化政策が実施されたが、行政の管理能力不足が原

因で森林は荒廃した。その後、国際援助機関やドナー国が森林保全に対する支

援を開始し、1993 年には旧来からの森林利用者による利用・管理を認める森

林法に改正された。ネ国では政府の役割も中央集権型から地方分権型に移行

し、開発・金融事業の外部委託の試みも始まっているが、地方自治体の執行に

当たる郡開発委員会（DDC）は行政サービス能力が低く、独自に財政基盤を持

たないため、開発計画を執行するに当たり NGO の参画を積極的に受け入れて

いる状況であった。 

複層的アプロ

ーチ導入の経

緯 

地域住民と

地域行政の

関係 

森林・土壌保全及び流域管理事業は人間を相手にした事業であり、住民の活発

な参加なしには成功はありえないため、政府は住民参加に高いプライオリティ

ーを置くこととし、住民グループを通じた保全活動を行う方針とした。 
地域行政と

地域住民の

連携構築 

山間地域住民は日々の生活目的から、自然環境と森林を破壊しつつあったた

め、総合的な社会経済開発により住民の基本的ニーズを満たし、最終的に住民

に対する流域管理の必要性や重要性に関する指導や教育を組み込み、自然環境

保全に繋げる方法を採用した。 
地域社会関

係者への働

きかけ 

ネ国の開発予算は郡開発委員会71 (DDC)を中心として企画・立案がなされてお

り、中央政府の出先機関も郡開発委員会との協議の下、予算請求を行っている。

また援助プロジェクト以外の DDC による開発事業との重複を避け、全体的調

整や側面的支援を得る目的から DDC との連携を図る必要があった。また、事

業実施においては、村落開発委員会(VDC)と全般的な連携を図った。さらに、

個々の必要性に応じて、中央政府の出先機関（郡農業事務所、郡森林事務所、

郡教育事務所等）及び現地研究機関（ポカラ林業キャンパス）から様々な分野

の能力向上支援（農業研修等）を得た。また、安全確保に配慮し、各郡警察と

連絡をとった。 
実施機関選

定の経緯 
行政上、流域管理の所管である郡土壌保全事務所を実施機関とし、当該機関は

住民のニーズ把握による事業展開が期待された。森林土壌保全省土壌保全局は

監督機関として位置付けられた。 

複層的アプロ

ーチのメカニ

ズム 

対象地域選

定の経緯 
ネパールの山間部は社会基盤の欠如及び独特で強固な風習を保持する部族社

会のため、技術協力プロジェクトの専門家はカトマンズ又はポカラにしか居住

することができない。よって、ネパールの山間部に近いポカラに専門家が居住

し活動実施が可能な、カスキ郡及びパルバット郡が対象地域として選定され

た。 
計画時に於

ける波及性

の考慮 

モデルを普及させるために、C/P や村落住民等モデルを習得した人材を育成す

ると伴に、ガイドラインやマニュアルを作成する。モデルが他地域に波及され

やすいよう、モデルの構成要素の一部を取り出し適用することが可能であり、

また村落の状況に応じたモデルの細部変更が可能なようにモデル構成に配慮

する。対象集落の選定には、周辺への波及効果が期待できる集落を対象とした。

計

画

段

階

の

ね

ら

い 

計画時におけ

る波及性への

考慮と貧困削

減への考え方 

貧困削減に

対する位置

付け 

ネパールの中山間地域における貧困緩和を図るため、森林資源管理と土地生産

性の改善が重要な鍵となる。そのため、土壌保全事務所職員の参加型開発手法

に係る能力向上、技術移転、住民のエンパワメントが重要であり、本件はその

モデル構築を行った。 
実

施

段

階

の

取

組

活動における

創意工夫と成

果 

（地域住民、

地域行政、双

方の連携構

築の各レベ

ルを中心と

する） 

主な創意工夫は次のとおり：①環境保全と社会経済開発を組み合わせた事業を

実施すること、②プロジェクト運営ガイドラインの作成及び改訂を C/P と伴に

行うことを通じて、C/P によるモデルの運用及び波及を可能とすること。③第

2 フェーズより、事業の自立発展性を考慮し、集落の機能強化を図ること。④

第 2 フェーズより、女性及び被差別職業カーストへのターゲット・アプローチ

を採用する、⑤住民レベルの活動実施は C/P に一任等。詳しくは、別添創意工

夫と成果の表を参照のこと。 

                                                        
71
 郡開発委員会は、郡における開発計画の実質的権限を有する機関。郡の議会であるとともに、行政的な権限を

持つ。議長と副議長は選挙によって選出される。 
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促進要因 第 2 フェーズより、安全性確保の観点から、日本人専門家及びローカルスタッ

フの村落における活動範囲を制限したため、C/P によるプロジェクト遂行責任

は多大となった。それにより、C/P のオーナーシップが向上し、C/P が意欲的

に活動を行うようになった。 

み

と

成

果 

促進及び阻害

要因 

阻害要因 なし。 
波及システ

ム 
本プロジェクトで採用した村落開発の手法や事業実施を通じて得られた知識

や経験を C/P 機関（土壌保全流域管理局）は年次報告書で紹介した。また、年

一度の各郡土壌保全事務所代表を集めた連絡会議の場でプロジェクトの経験

や知識を普及した。 

波及システム

と実際の波及

状況 

実際の波及

状況 
他地域に異動となった元 C/P が当プロジェクトで開発した村落開発手法を異

動先で積極的に活用して事業を実施している例が見られた。巡回指導調査時点

では、C/P は本プロジェクトのモデルを他地域に導入し、類似プロジェクトを

実施する計画を立てていた。 
協働モデルの

自 立 発 展 性

（及び他地域

への適用可能

性） 

（制度面、予

算面、技術面

での適用可

能性） 

モデルを支える制度的・組織的体制が構築されていない。予算面については、

ネ国は国家予算の大部分を外国援助に依存しているため、ネ国の自主財源によ

るプロジェクトの発展的継続は困難であり、むしろ継続的に存在する KR2 等

の外国援助資金の流れの中から当該プロジェクト関連資金を確保する方が現

実的な方策と考えられている。技術面については、実際に現地で適用されてい

る技術を基にモデルを開発している。よって、技術面での自立発展性は高いと

考察されたが、制度面及び予算面での自立発展性が十分確立されていない状況

であった。 

協

働

モ

デ

ル

の

適

用

可

能

性 

他地域への協

働モデル波及

に必要な条件 

 本プロジェクトは集落保全委員会が重要な役割を担っており、その運営管理の

透明性が重要である。また、モデルの実施において、DDC や VDC、中央政府

の出先機関からの組織的支援体制を構築していくことも重要である。第 1 フェ

ーズ終了時評価報告書では、他地域へのモデル波及に繋げるには、中央政府レ

ベルに日本人専門家を配置し、中央政府が政策に成果を反映させ、モデルを事

業として具現化していくことの重要性も指摘された。 
 
 

2-8-3 ネパール森林保全における複層的アプローチの観点からの創意工夫と成果 

 背景又は目的 創意工夫点 成果 

地

域

行

政 

日本の治山技術をそのまま現地に

適応することは困難であり、治山技

術分野の C/P 研修を本邦で実施す

ることは効果的ではない。（当該 C/P
研修に参加した C/P からも同様の

コメントを受けた） 

第三国研修の導入：タイ・ラオスへ

の技術交換研修及びフィリピンに

おける第三国研修を導入した。 

特にフィリピンにおける第 3国

研修は効果的であり、C/P の帰

国後、アクションプランを作成

するなど、積極的に活動するよ

うになった。 

ネ国の森林が減少しつつあるが、木

材の需要は地域住民の生活目的に

限られ、経済的利益を生まない事業

は受け入れられ難い状況であった。 

環境保全と社会経済開発の組み合

わせ：環境・森林保全のみを訴える

のではなく、住民の生活ニーズを満

たすため、住民グループによるサブ

プロジェクトを実施した。環境保全

（植林）と社会経済開発を有機的に

組み合わせた生活向上事業や収入

向上事業を実施した（一部住民負担

導入）。 

2002 年 2 月の時点で 412 のサ

ブプロジェクトが実施された。

上位３事業の占める割合は、歩

道改良（35％）、簡易水道設置

（18%）、トイレ設置（10％）

事業であった。 

地 

域 

住 

民 

住民が村落資源管理を適切に計画、

実施、モニタリングできるようにす

るため、対象地域住民の能力向上を

図る。 

地域住民の能力向上：第 1 フェーズ

では住民組織のメンバーに対して、

様々な分野の研修、スタディーツア

ー、識字教室を実施した。 

97 年 6 月時点において、190
の能力開発活動研修、スタディ

ーツアー、識字教室等が実施さ

れた。識字教室の教材には、環

境保全を題材にしたものも多

く、環境保全に対する意識化に

効果的であった。住民組織に対

する研修を通じて、住民はネパ

ール政府機関や NGO にコンタ

クトが取れるようになった。 
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第 1 フェーズでは、収入向上事業や

成人識字教室等を通じて、社会的弱

者のエンパワメントに貢献したも

のの、実際に現金収入を生み出すに

至らなく、過小評価を受けたため、

第 2 フェーズでは、事業の究極的目

的が社会的弱者グループのエンパ

ワメントであることを明確にする

必要があった。 

女性および被差別職業カーストの

エンパワメント：女性及び被差別職

業カーストのエンパワメントを図

ることを目的に、成人識字教室及び

生活向上プロジェクトから構成さ

れるパワープログラムを実施した。

また、スタディーツアーも導入し

た。 

2002 年 2 月の時点では、パワ

ーグループに被差別職業カー

ストのメンバーの存在しない

グループが多く、また当該カー

ストが代表となっているグル

ープが存在せず、当該カースト

の参画が課題であった。スタデ

ィーツアーはパワープログラ

ム参加者のインセンティブと

して効果的であった。 
住民主導で活動サイクル（問題把握

から評価・フィードバックまで）が

実施されるように、C/P に対するモ

デル開発の活動指針が必要であっ

た。 

ガイドライン作成：住民支援の概

念、手法、姿勢/態度を C/P に定着、

普及させるための運営ガイドライ

ンを作成し、現状に合わせて C/P と

伴に改訂を重ねる方法を採用した。

2002 年はネパール側のみでガ

イドラインの改訂予定である。

C/P は本プロジェクトで開発さ

れたモデルを活用し、他地域で

類似プロジェクトを実施する

計画を立てている。 
ネ国の地方自治体は、各郡開発委員

会が中心となり執行に当たってい

るが、行政サービス能力が低く、独

自に財政基盤を持たないため、開発

計画を執行するに当たり NGO の活

用を奨励している。よって、第 1 フ

ェーズは、住民による活動促進を図

るモニター /プロモーターチーム

（JOCV、郡土壌保全事務所 C/P、
NGO スタッフの 3 名体制）を導入

し、村落の現状把握及び分析、村落

振興計画策定及び実施へのモニタ

リング、フィードバックを行った。

しかし、マオイストのプロジェクト

事務所襲撃により、JOCV 隊員の派

遣中止、NGO との契約取消に至っ

た。 

住民レベルでの活動は C/P に一

任：第 2 フェーズでは、安全管理上

の理由から、日本人専門家やローカ

ルスタッフも対象村落での活動が

制限されたため、プロジェクト実施

における郡土壌保全事務所の遂行

責任が多大となった。郡土壌保全事

務所は NGO の代わりに、各村 2 名

のモチベータを住民から雇用した。

郡土壌保全事務所の遂行責任

が重くなるに伴い、C/P のプロ

ジェクト実施体制的も整備さ

れ、C/P のプロジェクトへのオ

ーナーシップと志気が向上し

た。 

安全管理上の観点から、日本人専門

家が村落に入れない状況で、プロジ

ェクトの透明性と公開性確保する

必要があった。 
 
 

住民レベルでの活動の透明性向

上：住民とプロジェクト間で直接連

絡が取れるよう目安箱を設置し、プ

ロジェクト本部からのニュースレ

ター、契約状況、支援予算の支払い

等、重要な情報を村役場の掲示板に

掲載するなどの工夫を行った。 

フェーズ２の巡回指導調査時

には、目安箱の存在を知らない

女性グループが存在した。非識

字者には目安箱や掲示板は必

要ないという認識が住民にあ

り、それらがあまり活用されて

いない状況であった。 

双

方

の

連

携 

構 

築 

第 1 フェーズでは、セクター・分野

別の開発政策が地域社会と地域住

民の多様なニーズに対応していな

かったため、住民組織の自発的計画

能力向上により、住民のニーズ充足

を図った。しかし、第 1 フェーズで

は、住民ニーズの相互関連づけがで

きず、また、住民組織による活動経

験の蓄積や住民組織間の連携が構

築されなかった。 

集落の機能強化：第 2フェーズより、

集落の住民ループ代表から構成さ

れる集落保全委員会(WWC)を組織

化し、集落単位のニーズに基づく開

発計画を作成、実行した。また、 集
落保全委員会で住民間の意見の交

換会が C/P 同席の下実施された。第

2 フェーズでは集落保全委員会に焦

点を当て、組織強化等の研修を C/P
が実施し、視察研修を導入した。 

C/P が研修を実施したことによ

り、施工管理、評価技術等が

C/P に適切に身についた。対象

村10村にて88の集落保全委員

会（WWC）が設立された。C/P
は WWC をよくサポートし、流

域管理見通計画の作成を全

WWC に促した。しかし、フェ

ーズ２の巡回指導調査時には

実際に住民から植林ニーズが

上がってくるのは 2 年目、3 年

目に入ってからであり、3 年間

の協力期間では対処しきれな

い状況であった。また、実施プ

ロセス全般において限られた

人材しか参加していない状況

であった。 
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第 1 フェーズでは、住民による活動

を支援するため、1 集落あたり、一

律 20 万ルピーの予算を配分した。

その結果、一村落あたりの開発予算

の 4倍近い予算が毎年プロジェクト

から各村落に投下されたため、現場

で活動を支援する JOCV、NGO ス

タッフ、土壌保全局の C/P に負担を

与えた。 

住民による活動に対するローカル

コスト負担と基金創設：第 2 フェー

ズでは、プロジェクト終了後の事業

の自立発展性を考慮し、各集落の予

算を減額した。また、一事業あたり

の予算額の上限も集落の世帯数に

応じて柔軟に対応することとした。

さらに、個別事業実施後の予算の残

りで WWC に基金を創設した。 

2002年2月には、全88のWWC
の内の 76％が WWC 基金を創

設した。創設の目的は個別事業

の維持管理、将来の収入向上事

業の実施、緊急時の備え、コミ

ュニティー事業の実施等であ

るが、実際の基金の使途につい

ては、現段階では不明である。
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2-9  タンザニア・ソコイネ農業大学地域開発センター  

2-9-1 本件の複層的アプローチ 

タンザニア国では地方から都市への人口流出により、農村の貧困化が問題とされている。この

ような状況に対し、日本の研究協力事業として京都大学と国立ソコイネ農業大学が 1994 年から 3
年間、共同研究を実施し、タ国の自然条件に適した在来農業技術の評価を行なった。プロジェク

トにおいては、この研究成果を発展させて地域の貧困解消に貢献するために、ソコイネ農業大学

に地域開発センター（SCSRD）を設立し、実証研究を通じた在来技術を多様な側面から評価によ

る村落レベルの生活、生産システムに寄与する独自の SUA メソッドの確立において、地域行政や

地域住民と共同して取り組むために複層的アプローチを採用した。 
タ国の自然地理条件の異なる２地域をモデル対象地域として、SUA メソッドの展開を行った。

同メソッドは、持続的な開発を行うために地域の資源や在来技術を重視し、住民参加による調査、

試行、実施・運営の過程を通じて、住民自身のエンパワメントを行うものである。SCSRD は、

上記の過程で住民への調査、開発計画策定、開発事業実施への技術的支援、ワークショップ開催

による関係者間のコミュニケーション促進や外部への広報・普及、地域行政の同メソッドの過程

への関与促進等の活動を行った。モデル地域においては、同メソッドの実施によって、住民自身

による地域の特性に応じた、多くの持続的な開発事業が形成、実施された。同メソッドの他地域

への波及は行われていないが、SCSRD が「同メソッド；コンセプト・事例集」を取り纏め、他

地域へ波及されることが期待されている。 
 

図 3-9-1 ソコイネ地域開発における複層的アプローチ概念図 
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2-9-2 個別案件分析概要表 

タンザニア・ソコイネ農業大学地域開発センター （1999 年 5 月~2004 年 4 月） 

プロジェク

トを取り巻

く環境 

タ国では人口の 84％、GNP の 57％を農業分野が占めているが、近年、地方か

ら都市への人口流出による農村地域人口の減少や、生活水準悪化に伴う農村

の貧困化が進んでいる。このような状況に対し、日本の研究協力事業として

京都大学と国立ソコイネ農業大学が 1994 年から 3年間、共同研究を実施し、

タ国の自然条件に適した在来農業技術の評価を行なった。プロジェクトにお

いては、この研究成果を発展させて地域の貧困解消に貢献するために、ソコ

イネ農業大学に地域開発センター（SCSRD）を設立し、実証研究を通じた在

来技術を多様な側面から評価による村落レベルの生活、生産システムに寄与

する独自の SUA メソッドを確立することとなった。 

複層的アプロ

ーチ導入の経

緯 

地域住民と

地域行政の

関係 

1972 年以来、地方分権政策が採られていたが、実質的には政党と公務員が主

導するトップダウンであり、かつ、行政、大学機関等により策定されて来た

地域開発計画は、住民の声が反映されてはいなかった。しかし、1980 年中頃

より導入された経済自由化や冷戦終結による政治の民主化の流れを受けて、

住民参加を核としたボトムアップの地域開発が求められるようになった。一

方で、開発の現場においては、NGO 等を中心としてボトムアップ・アプロー

チが実施されてきたが、専門的、学術的、経験の不足による活動上の支障を

生じるケースもあった。 

地域行政と

地域住民の

連携構築 

SUA メソッドは、県政府の普及員や地域住民が持続的な地域開発を実践する

ためのモデルとなるもので、モデル地区に於ける実証、事例研究を通じて、

学術的、専門的な地域の調査手法72と参加型開発手法が一体となったもので

あった。 

同メソッドにおいて、地域行政、住民、NGO 等の様々なアクターが開発に共

に取り組むパートナーシップが重要視され、住民主導の参加型開発事業の過

程に、行政側が加わることによって、行政の行なうトップダウン方式とリン

クし、行政サービスの改善に繋がるとされていた。 

地域社会関

係者への働

きかけ 

SUA メソッドをモデル地域で実施する過程において、NGO 等が参加する参加

型調査やセミナー、ワークショップ等を通じて、関係者間での経験が共有さ

れるとした。 

実施機関選

定の経緯 

ソコイネ大学はタ国唯一の農業大学であり、農業分野へ多くの人材を輩出

し、農業開発手法について、京都大学との間で研究協力を実施した実績が有

った。同大学に実践的な地域開発の拠点を設立することにより、同国の地域

開発分野の人材育成に貢献することが出来るとされた。 

複層的アプロ

ーチのメカニ

ズム 

対象地域選

定の経緯 

ムビンガ県は研究協力の調査対象地であり、技術協力実施の下地が整ってい

たため、また、モロゴロ県は、大学に近隣しており、ムビンガとの比較検討

のために選定された。 

計画時に於

ける波及性

の考慮 

プロジェクトの目標は地域開発手法の確立であり、上位目標は同メソッドの

他地域への適用としていたが、活動において、具体的な活用、波及方法につ

いての検討はされなかった。 

 

計

画

段

階

の

ね

ら

い 

計画時におけ

る波及性への

考慮と貧困削

減への考え方 貧困削減に

対する位置

付け 

SUA メソッドの確立に依って、地域のニーズと技術レベルに沿った持続的な

地域開発が行なわれ、農村地域の貧困化の改善に資するとされた。 

                                                        
72 自然環境、生活環境、社会生態学等 



 223

活動における

創意工夫と成

果 

（地域住民、

地域行政、双

方の連携構

築の各レベ

ルを中心と

する） 

地域住民；モデル地域の活動において、①参加型調査、②問題把握と課題の

整理によるコミュニティー開発計画策定、③住民組織化（及び伝統的住民組

織の活用）と事業の実施を通じて、開発における経験の蓄積に依る能力向上

が図られた。SUA メソッドでは、②の調査結果に基づく課題の整理において

は、セミナーを開催し、住民を中心に課題を整理して、各々の地域の焦点特

性としてまとめられ、住民主導で地域ごとの在来技術を活用した開発事業の

計画、実施・運営が行なわれた73。そして、各事業の実施段階で明らかにな

った課題や問題を SCSRD にフィードバックし、再調査を行なった上で対応策

を検討し、新たな計画立案を行なうプロセスが採られた。 

地域行政；モデル地域での活動当初から県政府への説明を行ない、行政側の

SUA メソッドへの関心を喚起した。県開発計画の策定においては、県政府か

らの要望により、SCSRD が協力し、計画中の優先課題の絞り込みを支援した。

また、諮問委員会を県政府内部に設置して、モデル地域の活動を支持するこ

ととなった。 

連携構築；県政府がモデル活動をサポートするために政府内に、プロジェク

トのコーディネーターを配置した。地域住民が実施する事業の持続性を確保

するために、県、村を含む関係者の役割と責任を明記した覚書を締結する等

を行なった。 

促進要因 モデル実施対象地域であったムビンガ県は、研究協力の実施対象地域であ

り、地域行政、住民共にプロジェクトの実施に前向きであった。また、SUA

メソッドは、在来技術の見直しと活用を前提としていることや、住民主導に

よって開発計画を策定することが、住民側に受け入れの動機付けとなった。

 

 

実

施

段

階

の

取

組

み

と

成

果 

促進及び阻害

要因 

阻害要因 プロジェクトと現地 JICA 事務所間のコミュニケーション不足による相互理

解不足があった。モデル地区が首都から遠く JICA 事務所からの訪問者がほ

とんどなかった。そのため、他ドナーや援助機関への広報が不十分となった。

波及システ

ム 

プロジェクトでは、モデル地域における SUA メソッドの実施状況について、

ワークショップの頻繁な開催や広報誌の発行など、広報・普及に努めた。ま

た、地域開発センター（SCSRD）が、住民活動のモニタリング・評価を行な

い、その結果を「SUA メソッド；コンセプト・事例集」を取りまとめ、地域

開発手法普及の主要な担い手である地方行政官や普及員を対象とした研修

教材として活用が期待されている。一方で、プロジェクトにおいて、行政官

や普及員への研修にかかるコンポーネントが含まれておらず、C/P 以外の人

材育成について具体性がない。 

波及システム

と実際の波及

状況 

実際の波及

状況 

二つのモデル地域外での波及は行なわれていない。 

協働モデルの

自 立 発 展 性

（及び他地域

への適用可能

性） 

（制度面、予

算面、技術面

での適用可

能性） 

ソコイネ農業大学において、SUA メソッドを推進する SCSRD は正式な組織と

して認知されており、組織的な自立発展性は確保された。また、C/P である

同センター・スタッフの技術的能力も十分である。 

モデル地域の活動は住民自身が自ら資金を出しており、今後も継続が十分に

期待される。 

 

協

働

モ

デ

ル

の

適

用

可

能

性 

他地域への協

働モデル波及

に必要な条件 

 SUA メソッドを開発、確立した SCSRD のプロジェクト終了による活動予算の

縮小への対処（自主財源獲得）や、同メソッドのコンセプト・事例集の継続

的な改善が必要である。 

また、地域開発関係機関（中央政府、地方政府、NGO、コミュニティ等）へ

のメソッドの一層の普及への具体的な活動や、日本のプロジェクトであるア

フリカ人造り拠点（AICAD）との連携協力による他国への波及活動が必要で

ある。 

 

 

 

 
                                                        
73 ンタンボでは、水と土と緑を開発の中心とし、これらの持続的な開発と運営能力の向上とされた。具体的な活動は、ハイド

ロミル、養蜂、農地保全、谷地部の営農活動、畜産振興、風力発電が行なわれた。 
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2-9-3 タンザニア・ソコイネ農業大学地域開発センターにおける複層的アプローチの観点からの

創意工夫と成果 
 
 背景・目的 創意工夫点 成果 

地域行政側に在来

技術と資源の活用

という SUA メソッ

ドへの理解を促進

する。 

モデル地域での活動当初から県政府

への説明や意見交換を行ない、行政側

の SUA メソッドへの関心を喚起した。

ムビンガ県政府が SUA メソッドの実施に理解

を示し、そのモデル活動をサポートするため

に政府内に、諮問委員会が設置された。 地 

域 

行 

政 

県の開発計画に

SUA メソッドで得

た知見を活用す

る。 

ムビンガ県の開発計画の策定過程で

SCSRD が、専門的な見地からアドバイ

スを行った。 

同県より提出された開発計画について、SCSRD

が検討を行い、34 項目の優先課題を抽出して、

政府側に提示した。 

モデル地区の住民

の在来知識を把握

する。 

モデル地域の活動において、住民参加

型調査手法を用いて、在来技術や資源

を把握するよう努めた。 

ムビンガ県全域を踏査して農耕体系（家畜飼

養、森林利用、畑作投入資材の流通経路、養

蜂、火入れ技術等）のデータが収集された。

モロゴロ県でも同様な調査が実施された。 

地域住民間で調査

結果の情報の共有

と問題の把握を図

る。 

SCSRD が中心となって、地域住民間に

おける問題把握と課題の整理を行う

ワークショップやセミナーを開催し

た。 

セミナー等において、住民間で調査結果に基

づく地域の課題について議論された結果、ム

ビンガ県では「ンタンボの視座」、モロゴロ県

では「キソコソコ・コンプレックス」という

各々の地域の焦点特性74がまとめられた。 

地域住民が中心と

なって地域の開発

計画を策定する。 

ワークショップにおいて SCSRD スタ

ッフが、開発課題を解決するよう支援

した。 

地域の焦点特性に沿って、コミュニティー開

発計画が住民主導で策定された。同開発計画

においては、地域ごとの在来技術を活用した

村落開発事業が計画された。 

村落開発事業を実

施するための住民

のグループ化（組

織化）を図る。 

モデル地域内の伝統的住民組織を活

用して、開発事業の担い手となるよう

住民に働きかけた。 

各村落開発事業毎（ハイドロミル、温帯果樹

栽培、きのこ栽培、養蜂、農地保全、谷地部

の営農活動、畜産振興、風力発電、バニラ栽

培）の事業主体としての住民組織が結成され

た。 

地 

域 

住 

民 
 

村落開発事業をモ

ニタリングして住

民活動の改善を図

る。 

SCSRDスタッフがモデル地域の住民に

よる開発事業活動のモニタリングを

行った。 

各村落開発事業の実施段階で明らかになった

課題を SCSRD にフィードバックし、再調査を

行なった上で対応策を検討した。その結果を、

新たな事業計画の策定に反映させた 

地域行政の村落開

発事業への関与を

促す。 

ムビンガ県の知事や主要担当官と実

施協議を通じて、SUA メソッドの窓口

となるポストの設置を要請した。 

同県政府内部にモデル地域の住民活動を支援

する、プロジェクト担当官としてコーディネ

ーターが配置された。 

協 

働 

関 

係 

の 

構 

築 

地域行政と地域住

民が村落開発事業

の実施において協

力する。 

 

開発事業実施における行政、住民間の

役割分担を明確するよう双方への仲

介於を行った。 

地域住民が実施する事業の持続性を確保する

ために、県政府及び、住民の役割と責任を明

記した覚書を締結する等を行った75 

 
 

 

                                                        
74
 地域の焦点特性は、SUA メソッドにおいて、在来のポテンシャルを最大限に発揮するための開発コンセプトとされた。 

75 ムビンガ県のハイドロミル事業の事例。 
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